
 

2-1-2) 試審査用確認申請図書の作成と試審査 

 

2-1-1）にて作成した BIM モデルから、建築確認審査に求められる図書の種類（建築基準法施行規則

第 1 条の 3、および、同表１、表２で示すもの等）について、建築物の確認申請を想定した試審査用確認

申請図書を作成した。 本図書は、BIM モデルから生成される 2 次元図面表現を活用して図面の体裁と

し、図面表現の詳細度は、現状の紙図面による審査で求められる尺度を参考に設定した。 

試審査用確認図書の作成にあたり、図書が表現する審査対象項目について、建築基準法令の規定と

明示すべき事項に係る試審査を行った。審査の内容は、建築物の意匠（単体規定、集団規定）、構造（構

造計算書に係る部分を除く）、設備に係るものとした。 

なお、試審査用確認申請図書の作成と試審査は、以下①から③の方法の順により実施した。 

 

① 「審査内容の項目リスト」の作成 

はじめに、確認申請に必要な図面の種類と明示すべき事項を審査機関側として整理した。その整

理にあたっては、平成 22 年 6 月 1 日前の平成 19 年国土交通省告示第 885 号（指針に従って審査

を行ったことを証する書類）の様式に沿うこととして、それ以降の法令改正の内容を反映し、明示す

べき事項等をまとめた。「審査内容の項目リスト」は、法令の規定、図書の種類、明示すべき事項及

び記載要綱（審査内容）等を表形式でとりまとめた。 

また、建築物の規模・用途に応じて、適用される明示すべき事項の意匠、構造、設備の審査内容

の項目を明確にしたうえで、確認申請に必要とされる図面の種類ごとの明示すべき事項の審査内容

の項目を簡潔にまとめた。 

 

② 試審査用確認申請図書の作成 

建築物の規模・用途に適用される法規制の項目を整理した「審査内容の項目リスト」の内容に基

づき、BIM モデルから生成する 2 次元図面表現として作成し、試審査用確認申請図書をまとめた。

作成する図書の種類は、BIM モデルから出力が可能な範囲として、確認申請に求められる図書の種

類のうち、表 2-1-3 に「〇」を付した図書とした。 

 

③ 試審査用確認申請図書を対象とした試審査の実施 

「審査内容の項目リスト」に沿って作成された試審査用確認申請図書に対し、建築基準法令の規

定と明示すべき事項に係る試審査を実施した。試審査は、建築物の意匠、構造、設備について行っ

た。 

試審査は、協議会会員のうち指定確認検査機関の協力を得て実施した（意匠、構造、設備の試

審査結果とりまとめは、日本 ERI（株）、(一財)日本建築センターが担当した。）。 

分野 担当機関 

意匠 (株)確認サービス／(一財)さいたま住宅検査センター／(株)Ｊ建築検査センター／ 

(一財)静岡県建築住宅まちづくりセンター／(株)住宅性能評価センター／ 

(株)都市居住評価センター／日本 ERI（株）／(一財)日本建築センター／ 

(一財)日本建築総合試験所／ビューローベリタスジャパン(株) 

構造 (株)都市居住評価センター／日本 ERI（株）／(一財)日本建築センター 

設備 (株)都市居住評価センター／日本 ERI（株）／(一財)日本建築センター／ 

(一財)日本建築総合試験所 
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表 2-1-3 作成した試審査用建築確認図書の種類 

事務所（鉄骨造）：モデルＡ、共同住宅：モデルＢ、就寝系用途：モデルＣ 

○：作成図書（その他は、任意） 

 図書の種類 

モデル A モデル B モデル C 

意匠 ○付近見取図 同左 同左 

○求積図（建築面積、床面積、各室面積） 〃 〃 

○内外部仕上表 〃 〃 

○配置図 〃 〃 

○各階平面図、 〃 〃 

○2 面以上の立面図・断面図 〃 〃 

○地盤面算定図 〃 〃 

○採光・排煙計算書 ○採光・換気・排煙計算書 ○採光・排煙計算書 

○防火防煙区画図（各階平面図と兼用可

能） 

同左 同左 

－ ○日影図 ○日影図 

その他必要な図書 同左 同左 

構造 ○基礎伏図 〃 〃 

○各階床伏図 〃 〃 

○2 面以上の軸組図 〃 〃 

使用材料一覧表 〃 〃 

構造詳細図 基礎リスト 

基礎梁リスト 

柱・大梁リスト 

スラブ・小梁リスト 

ブレースリスト 

継手リスト 

構造詳細図 杭リスト 

基礎リスト 

基礎梁リスト 

柱・大梁リスト 

スラブ・小梁リスト 

壁リスト 

構造詳細図 杭リスト 

基礎リスト 

基礎梁リスト 

柱・大梁リスト 

スラブ・小梁リスト 

継手リスト 

設備 配置図 給排水設備 

電気設備 
配置図 給排水設備 

電気設備 
配置図 給排水設備 

電気設備 

使用材料表 給排水設備 

空調換気設備 

電気設備 

避雷設備 

使用材料表 給排水設備 

空調換気設備 

電気設備 

避雷設備 

使用材料表 給排水設備 

空調換気設備 

電気設備 

避雷設備 

仕様書 給排水機器仕様 

空調機器仕様 

換気機器仕様 

仕様書 給排水機器仕様 

空調機器仕様 

換気機器仕様 

排煙機仕様 

仕様書 給排水機器仕様 

空調機器仕様 

換気機器仕様 

 

系統図 

○各階平面図 

給排水衛生設備 

空調換気設備 

電気設備 

系統図 

○各階平面図 

給排水衛生設備 

空調換気設備 

排煙設備 

電気設備 

系統図 

○各階平面図 

給排水衛生設備 

空調換気設備 

電気設備 

○2面以上の断面、立

面 

給水設備 

避雷設備 
○2 面以上の断

面、立面 

給水設備 

非常用進入口 

避雷設備 

○2 面以上の断

面、立面 

給水設備 

避雷設備 

○計算書 有効換気量 

 
○計算書 有効換気量 

排煙機能力 

予備電源容量 

○計算書 有効換気量 

 

構造詳細図 配管設備 

換気設備 

風道 

電気設備 

非常用の照明装置 

避雷設備 

構造詳細図 配管設備 

換気設備 

風道 

排煙設備 

電気設備 

非常用の照明装

置 

避雷設備 

構造詳細図 配管設備 

換気設備 

風道 

電気設備 

避雷設備 

非常用の照明装

置 

防火区画貫通処 

理方法 
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① 「審査内容の項目リスト」の作成 

 

確認審査は、建築基準法第 18 条の３及び平成 19 年国土交通省告示第 835 号（建築審査等に関す

る指針）の規定により、建築基準法施行規則（以下、「規則」という。）第１条の３第１項表１などに掲げる図

書に記載された明示すべき事項に基づいて行うこととされている。 

このため、試審査用確認申請図書の作成に先立ち、確認審査に必要な図面表現等を整理することを

目的として、確認審査における図面の種類と明示すべき事項の整理をした。この整理にあたっては、平成

22 年 6 月 1 日より前の平成 19 年国土交通省告示第 885 号（確認審査等に関する指針に従って確認審

査等を行ったことを証する書類の様式を定める件）の様式が、概ね明示すべき事項に沿って整理された

内容となっていたため、当該様式を利用することとし、それ以降の法令改正の内容を反映し、明示すべき

事項の「審査内容の項目リスト」を作成した。 

「審査内容の項目リスト」は、法令の規定、図書の種類、明示すべき事項及び記載要綱（審査内容）等

について、表形式でまとめた。なお、昨年度の成果から変更した主な点として、集団規定、設備及び構造

に関する明示すべき事項を追加した（昨年は意匠単体規定のみ）。 

 

＜表説明＞ 

名称 内容 

通し№ ・整理のため、項目ごとに番号を付した 

Ⅰチェックリスト 

①法令など 

②図書の種類 

③明示、記載、審査事項 

 

・チェックリスト（平成 19 年国交告 885 号（指針に従って審査を行った

ことを証する書類。平成 22 年まで使用した旧様式））に、令和元年６

月施行分までを加えた。 

・入力値「予めの記載」は、繰り返し出てくる審査項目を示す。 

Ⅱ適用項目 

モデル A 

モデル B 

モデル C 

 

・モデル A、B、C それぞれに対して必要な図書と記載事項を「1」で示

した。 

Ⅲ審査内容の項目リスト 

①主な法文 

②図面１ 

③図面２ 

④図面３ 

⑤記載事項  

 

・「①主な法文」は、主たる法文を記載。入力値「基本」とは、施行規則

１条の３表１を示し、「BF 法」とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第 14 条の要件等

を示す。 

・「②図面」から「④図面」は、図面の種別に応じて記載事項を表現す

るために用意した欄。一つの記載事項が複数の図面に表現されるこ

とを想定して用意した。 

・「⑤記載事項」は、明示すべき事項を簡潔にまとめたもの。 
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

1
す

べ
て

縮
尺

1
1

1
基

本
す

べ
て

縮
尺

を
記

載
（
仕

上
表

を
除

く
）

2
配

置
図

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
範

囲
1

1
1

基
本

配
置

図
各

境
界

線
及

び
建

築
物

（
隣

棟
間

）
の

位
置

に
よ

り
、

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
範

囲
を

記
載

隣
棟

間
の

延
焼

ラ
イ

ン
が

発
生

し
な

い
場

合
は

そ
の

根
拠

（
5
0
0
㎡

以
内

）
を

記
載

3
平

均
地

盤
面

算
定

図
建

築
物

の
周

囲
の

接
す

る
レ

ベ
ル

、
長

さ
の

図
示

及
び

計
算

1
1

1
基

本
平

均
地

盤
面

算
定

図
配

置
図

建
築

物
が

周
囲

の
地

面
と

接
す

る
各

位
置

の
高

さ
と

長
さ

地
盤

面
を

算
定

す
る

た
め

の
算

式
を

記
載

4
各

階
平

面
図

方
位

、
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

部
分

1
1

1
基

本
各

階
平

面
図

方
位

、
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

を
記

載

5
床

面
積

求
積

図

床
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

各
室

の
用

途
及

び
床

面
積

用
途

別
床

面
積

1
1

1
基

本
求

積
図

各
階

平
面

図
断

面
図

＜
敷

地
面

積
＞

敷
地

面
積

の
求

積
に

必
要

な
敷

地
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

＜
床

面
積

＞
・
床

面
積

の
求

積
に

必
要

な
建

築
物

の
各

部
分

の
寸

法
及

び
算

式
・
各

室
、

各
居

室
の

用
途

及
び

床
面

積
・
用

途
別

床
面

積
（
建

築
物

の
用

途
別

の
ほ

か
、

容
積

緩
和

対
象

（
自

動
車

車
庫

等
、

住
宅

等
の

地
階

、
共

同
住

宅
等

の
共

用
廊

下
等

、
昇

降
機

の
昇

降
路

、
備

蓄
倉

庫
、

宅
配

ボ
ッ

ク
ス

な
ど

）
と

な
る

部
分

ご
と

の
床

面
積

）
・
各

階
ご

と
の

床
面

積
の

合
計

・
棟

ご
と

の
床

面
積

の
合

計
・
延

べ
面

積
（
総

計
）

＜
建

築
面

積
＞

・
建

築
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

・
棟

ご
と

の
建

築
面

積
の

合
計

・
建

築
面

積
（
総

計
）

2
0

表
１

付
近

見
取

図
方

位
、

道
路

及
び

目
標

と
な

る
地

物
1

1
1

表
１

付
近

見
取

図
道

路
及

び
目

標
と

な
る

地
物

を
記

載

2
2

表
１

敷
地

境
界

線
、

敷
地

内
に

お
け

る
建

築
物

の
位

置
及

び
申

請
に

係
る

建
築

物
と

他
の

建
築

物
と

の
別

1
1

1
表

１
配

置
図

敷
地

境
界

線
の

名
称

（
道

路
、

隣
地

な
ど

）
、

配
置

寸
法

（
３

方
向

程
度

）
、

申
請

建
築

物
と

他
の

建
築

物
を

記
載

2
3

表
１

擁
壁

の
設

置
そ

の
他

安
全

上
適

当
な

措
置

1
1

1
表

１
配

置
図

・
外

構
の

種
類

、
位

置
と

高
さ

を
記

載
・
擁

壁
の

種
類

の
位

置
と

高
さ

を
記

載
・
法

面
の

位
置

と
勾

配
を

記
載

2
4

表
１

土
地

の
高

低
、

敷
地

と
敷

地
の

接
す

る
道

の
境

界
部

分
と

の
高

低
差

及
び

申
請

に
係

る
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
1

1
1

表
１

配
置

図
・
道

路
中

心
、

隣
地

、
敷

地
内

、
建

築
物

周
囲

の
各

レ
ベ

ル
及

び
基

点
と

な
る

B
M

の
位

置
と

そ
の

レ
ベ

ル
を

記
載

・
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
を

記
載

2
5

表
１

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

1
1

1
表

１
配

置
図

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

（
例

え
ば

法
4
2
条

1
項

1
号

な
ど

）
を

記
載

2
6

表
１

下
水

管
、

下
水

溝
又

は
た

め
ま

す
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
施

設
の

位
置

及
び

排
出

経
路

又
は

処
理

経
路

1
1

1
表

１
配

置
図

雨
水

排
水

の
経

路
と

最
終

処
理

の
位

置
（
設

備
図

で
代

用
可

。
た

だ
し

建
築

計
画

概
要

書
の

配
置

図
に

は
、

記
載

さ
せ

る
行

政
庁

も
あ

る
。

）
を

記
載

3
6

表
１

延
焼

の
お

そ
れ

の
あ

る
部

分
の

外
壁

及
び

軒
裏

の
構

造
1

1
1

表
１

立
面

図
・
設

計
地

盤
面

、
平

均
地

盤
面

の
記

載
・
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
を

記
載

・
階

数
の

記
載

3
9

表
１

各
階

の
床

及
び

天
井

（
天

井
の

な
い

場
合

は
、

屋
根

）
の

高
さ

、
軒

及
び

ひ
さ

し
の

出
並

び
に

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

1
1

1
表

１
断

面
図

・
設

計
地

盤
面

、
平

均
地

盤
面

の
記

載
・
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
を

記
載

・
階

高
さ

、
天

井
高

さ
、

階
数

の
記

載

4
6

擁
壁

の
設

置
そ

の
他

安
全

上
適

当
な

措
置

1
1

1
法

1
9

配
置

図
表

１
に

記
載

4
7

土
地

の
高

低
及

び
敷

地
と

敷
地

の
接

す
る

道
の

境
界

部
分

と
の

高
低

差
1

1
1

法
1
9

配
置

図
表

１
に

記
載

4
8

下
水

管
、

下
水

溝
又

は
た

め
ま

す
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
施

設
の

位
置

及
び

排
出

経
路

又
は

処
理

経
路

1
1

1
法

1
9

配
置

図
表

１
に

記
載

5
2

主
要

用
途

1
1

1
確

認
申

請
書

確
認

申
請

書
に

記
載

5
3

延
べ

面
積

1
1

1
確

認
申

請
書

確
認

申
請

書
に

記
載

■
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

予
め

の
記

載

予
め

の
記

載

予
め

の
記

載

予
め

の
記

載

配
置

図

二
面

以
上

の
立

面
図

①
法
令
な
ど

予
め

の
記

載

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

二
面

以
上

の
断

面
図

第
1
9
条

（
敷

地
の

衛
生

及
び

安
全

）
配

置
図

確
認

申
請

書

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成

-70 -



通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

5
4

各
階

平
面

図

１
　

基
礎

の
配

置
、

構
造

方
法

及
び

寸
法

並
び

に
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

２
　

屋
根

ふ
き

材
、

内
装

材
、

外
装

材
、

帳
壁

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

建
築

物
の

部
分

及
び

広
告

塔
、

装
飾

塔
そ

の
他

建
築

物
の

屋
外

に
取

り
付

け
る

も
の

の
種

別
、

位
置

及
び

寸
法

1
1

1
各

階
平

面
図

杭
、

基
礎

の
位

置
の

記
載

杭
、

基
礎

の
構

造
方

法
、

寸
法

、
材

料
の

種
別

の
記

載
屋

根
ふ

き
材

、
内

装
材

、
外

装
材

、
帳

壁
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
建

築
物

の
部

分
及

び
広

告
塔

、
装

飾
塔

そ
の

他
建

築
物

の
屋

外
に

取
り

付
け

る
も

の
の

種
別

、
位

置
及

び
寸

法
の

記
載

5
6

二
面

以
上

の
立

面
図

１
　

基
礎

の
配

置
、

構
造

方
法

及
び

寸
法

並
び

に
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

２
　

屋
根

ふ
き

材
、

内
装

材
、

外
装

材
、

帳
壁

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

建
築

物
の

部
分

及
び

広
告

塔
、

装
飾

塔
そ

の
他

建
築

物
の

屋
外

に
取

り
付

け
る

も
の

の
種

別
、

位
置

1
1

1
立

面
図

杭
、

基
礎

の
位

置
の

記
載

杭
、

基
礎

の
構

造
方

法
、

寸
法

、
材

料
の

種
別

の
記

載
屋

根
ふ

き
材

、
内

装
材

、
外

装
材

、
帳

壁
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
建

築
物

の
部

分
及

び
広

告
塔

、
装

飾
塔

そ
の

他
建

築
物

の
屋

外
に

取
り

付
け

る
も

の
の

種
別

、
位

置
及

び
寸

法
の

記
載

5
7

二
面

以
上

の
断

面
図

１
　

基
礎

の
配

置
、

構
造

方
法

及
び

寸
法

並
び

に
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

２
　

屋
根

ふ
き

材
、

内
装

材
、

外
装

材
、

帳
壁

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

建
築

物
の

部
分

及
び

広
告

塔
、

装
飾

塔
そ

の
他

建
築

物
の

屋
外

に
取

り
付

け
る

も
の

の
種

別
、

位
置

1
1

1
断

面
図

杭
、

基
礎

の
位

置
の

記
載

杭
、

基
礎

の
構

造
方

法
、

寸
法

、
材

料
の

種
別

の
記

載
屋

根
ふ

き
材

、
内

装
材

、
外

装
材

、
帳

壁
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
建

築
物

の
部

分
及

び
広

告
塔

、
装

飾
塔

そ
の

他
建

築
物

の
屋

外
に

取
り

付
け

る
も

の
の

種
別

、
位

置
及

び
寸

法
の

記
載

5
8

基
礎

伏
図

１
　

基
礎

の
配

置
、

構
造

方
法

及
び

寸
法

並
び

に
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

２
　

屋
根

ふ
き

材
、

内
装

材
、

外
装

材
、

帳
壁

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

建
築

物
の

部
分

及
び

広
告

塔
、

装
飾

塔
そ

の
他

建
築

物
の

屋
外

に
取

り
付

け
る

も
の

の
種

別
、

位
置

1
1

1
令

3
8
条

1
項

～
4

項
基

礎
伏

図
断

面
リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
杭

、
基

礎
の

位
置

の
記

載
杭

、
基

礎
の

構
造

方
法

、
寸

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

5
9

構
造

詳
細

図

屋
根

ふ
き

材
、

内
装

材
、

外
装

材
、

帳
壁

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

建
築

物
の

部
分

及
び

広
告

塔
、

装
飾

塔
そ

の
他

建
築

物
の

屋
外

に
取

り
付

け
る

も
の

の
取

り
付

け
部

分
の

構
造

方
法

1
1

1
令

3
9
条

断
面

リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）

屋
根

ふ
き

材
、

内
装

材
、

外
装

材
、

帳
壁

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

建
築

物
の

部
分

及
び

広
告

塔
、

装
飾

塔
そ

の
他

建
築

物
の

屋
外

に
取

り
付

け
る

も
の

の
取

り
付

け
部

分
の

構
造

方
法

の
記

載

6
0

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

の
う

ち
特

に
腐

食
、

腐
朽

又
は

摩
損

の
お

そ
れ

の
あ

る
も

の
に

用
い

る
材

料
の

腐
食

、
腐

朽
若

し
く

は
摩

損
の

お
そ

れ
の

程
度

又
は

さ
び

止
め

、
防

腐
若

し
く

は
摩

損
防

止
の

措
置

1
1

1
令

3
7
条

構
造

仕
様

書
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

骨
材

、
水

、
混

和
材

料
の

種
別

の
記

載
さ

び
止

め
、

防
腐

若
し

く
は

摩
損

防
止

の
措

置
の

記
載

6
0
-
1

特
定

天
井

（
令

第
3
9
条

第
3
項

に
規

定
す

る
特

定
天

井
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
で

特
に

腐
食

、
腐

朽
そ

の
他

劣
化

の
お

そ
れ

の
あ

る
も

の
も

の
に

用
い

る
腐

食
、

腐
朽

そ
の

他
劣

化
の

お
そ

れ
の

程
度

又
は

さ
び

止
め

、
防

腐
そ

の
他

の
劣

化
防

止
の

た
め

の
措

置

1
令

3
9
条

3
項

構
造

仕
様

書
さ

び
止

め
、

防
腐

若
し

く
は

摩
損

防
止

の
措

置
の

記
載

6
1

支
持

地
盤

の
種

別
及

び
位

置
1

1
1

令
3
8
条

1
項

～
4

項

土
質

柱
状

図
（
基

礎
・
地

盤
説

明
書

）
基

礎
伏

図
断

面
リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
支

持
地

盤
の

種
別

及
び

位
置

を
記

載

6
2

基
礎

の
種

類
1

1
1

令
3
8
条

1
項

～
4

項
基

礎
伏

図
断

面
リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
杭

、
基

礎
の

種
類

の
記

載

6
3

基
礎

の
底

部
又

は
基

礎
ぐ

い
の

先
端

の
位

置
1

1
1

令
3
8
条

1
項

～
4

項
基

礎
伏

図
土

質
柱

状
図

（
基

礎
・
地

盤
説

明
書

）
断

面
リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
杭

の
先

端
又

は
基

礎
の

底
部

の
位

置
の

記
載

6
4

基
礎

の
底

部
に

作
用

す
る

荷
重

の
数

値
及

び
そ

の
算

出
方

法
1

1
1

令
3
8
条

1
項

～
4

項
基

礎
伏

図
断

面
リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
構

造
仕

様
書

杭
又

は
基

礎
の

底
部

の
許

容
支

持
力

（
支

持
力

度
）
の

記
載

6
9
-
1

令
第

3
9
条

第
３

項
の

構
造

方
法

へ
の

適
合

性
審

査
に

必
要

な
事

項
1

令
3
9
条

3
項

各
階

床
伏

図
計

算
書

床
伏

図
に

特
定

天
井

の
位

置
を

記
載

建
築

基
準

法
施

行
令

第
３

章
第

２
節

使
用

構
造

材
料

一
覧

表

基
礎

・
地

盤
説

明
書

令
第

3
8
条

第
３

項
若

し
く

は
第

４
項

又
は

令
第

3
9
条

第
２

項
若

し
く

は
第

3
項

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
図

書
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

1
1
6

配
置

図
補

強
コ

ン
ク

リ
ー

ト
ブ

ロ
ッ

ク
造

の
塀

の
位

置
1

1
1

令
6
2
条

の
8

配
置

図
（
補

強
C

B
を

計
画

す
る

場
合

）
配

置
図

に
補

強
C

B
の

高
さ

（
高

さ
に

応
じ

て
控

え
壁

）
を

記
載

1
3
3

確
認

申
請

書
構

造
1

1
確

認
申

請
書

確
認

申
請

書
に

記
載

1
3
4

各
階

平
面

図
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

部
材

の
位

置
及

び
寸

法
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法
1

1
各

階
平

面
図

杭
、

基
礎

、
は

り
、

床
、

斜
材

の
位

置
の

記
載

開
口

部
の

位
置

及
び

形
状

の
記

載

1
3
5

二
面

以
上

の
立

面
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
の

位
置

及
び

寸
法

並
び

に
開

口
部

の
位

置
、

形
状

及
び

寸
法

1
1

立
面

図
杭

、
基

礎
、

は
り

、
床

、
斜

材
の

位
置

の
記

載
開

口
部

の
位

置
及

び
形

状
の

記
載

1
3
6

二
面

以
上

の
断

面
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
の

位
置

及
び

寸
法

並
び

に
開

口
部

の
位

置
、

形
状

及
び

寸
法

1
1

断
面

図
杭

、
基

礎
、

は
り

、
床

、
斜

材
の

位
置

の
記

載
開

口
部

の
位

置
及

び
形

状
の

記
載

1
3
7

基
礎

伏
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
寸

法
、

構
造

方
法

及
び

材
料

の
種

別
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法

1
1

基
礎

伏
図

杭
、

基
礎

、
は

り
、

床
、

斜
材

の
位

置
の

記
載

開
口

部
の

位
置

及
び

形
状

の
記

載

1
3
8

各
階

床
伏

図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
寸

法
、

構
造

方
法

及
び

材
料

の
種

別
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法

1
1

各
階

床
伏

図
柱

、
は

り
、

床
、

斜
材

、
横

補
剛

材
の

位
置

の
記

載
継

手
の

位
置

の
記

載

1
3
9

小
屋

伏
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
寸

法
、

構
造

方
法

及
び

材
料

の
種

別
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法

1
1

屋
根

伏
図

柱
、

は
り

、
床

、
横

補
剛

材
の

位
置

の
記

載
継

手
の

位
置

の
記

載

1
4
0

二
面

以
上

の
軸

組
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
寸

法
、

構
造

方
法

及
び

材
料

の
種

別
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法

1
1

軸
組

図
柱

、
は

り
、

斜
材

の
位

置
の

記
載

継
手

の
位

置
の

記
載

1
4
2

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
接

合
部

並
び

に
継

手
及

び
仕

口
の

構
造

方
法

1
1

断
面

リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
構

造
標

準
図

杭
、

基
礎

、
柱

、
は

り
、

床
、

斜
材

の
寸

法
、

構
造

方
法

、
材

料
の

種
別

の
記

載
接

合
部

・
継

手
・
仕

口
の

寸
法

、
構

造
方

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

開
口

部
の

位
置

、
形

状
、

寸
法

、
構

造
方

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

1
4
3

使
用

構
造

材
料

一
覧

表
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
に

用
い

る
材

料
の

種
別

1
1

法
3
7
条

構
造

仕
様

書
材

料
の

種
別

の
記

載

1
4
4

令
第

6
6
条

に
規

定
す

る
基

準
へ

の
適

合
性

審
査

に
必

要
な

事
項

1
1

令
6
6
条

断
面

リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
構

造
標

準
図

計
算

書
柱

脚
の

寸
法

、
構

造
方

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

1
4
5

令
第

6
7
条

第
２

項
に

規
定

す
る

構
造

方
法

へ
の

適
合

性
審

査
に

必
要

な
事

項
1

1
令

6
7
条

2
項

断
面

リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
構

造
標

準
図

継
手

、
仕

口
の

寸
法

、
構

造
方

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

1
4
7

令
第

7
0
条

に
規

定
す

る
構

造
方

法
へ

の
適

合
性

審
査

に
必

要
な

事
項

1
1

令
7
0

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
仕

上
表

H
1
2
年

建
告

1
3
5
6
号

に
適

合
す

る
仕

様
を

記
載

（
G

B
-
R
ア

1
2
ｍ

ｍ
以

上
な

ど
）

1
4
8

令
第

7
0
条

の
一

の
柱

の
み

の
火

熱
に

よ
る

耐
力

の
低

下
に

よ
っ

て
建

築
物

全
体

が
容

易
に

倒
壊

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

と
し

て
国

土
交

通
大

臣
が

定
め

る
場

合
に

該
当

す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項

1
1

令
7
0

計
算

書

1
5
3

確
認

申
請

書
構

造
1

確
認

申
請

書
確

認
申

請
書

に
記

載

1
5
4

各
階

平
面

図
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

部
材

の
位

置
及

び
寸

法
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法
1

各
階

平
面

図
杭

、
基

礎
、

は
り

、
床

、
壁

（
耐

力
壁

、
耐

力
壁

以
外

の
壁

）
の

位
置

の
記

載
開

口
部

の
位

置
及

び
形

状
の

記
載

1
5
5

二
面

以
上

の
立

面
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
の

位
置

及
び

寸
法

並
び

に
開

口
部

の
位

置
、

形
状

及
び

寸
法

1
立

面
図

杭
、

基
礎

、
は

り
、

床
、

壁
（
耐

力
壁

、
耐

力
壁

以
外

の
壁

）
の

位
置

の
記

載
開

口
部

の
位

置
及

び
形

状
の

記
載

1
5
6

二
面

以
上

の
断

面
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
の

位
置

及
び

寸
法

並
び

に
開

口
部

の
位

置
、

形
状

及
び

寸
法

1
断

面
図

杭
、

基
礎

、
は

り
、

床
、

壁
（
耐

力
壁

、
耐

力
壁

以
外

の
壁

）
の

位
置

の
記

載
開

口
部

の
位

置
及

び
形

状
の

記
載

令
第

３
章

第
４

節
の

２

令
第

３
章

第
５

節

構
造

詳
細

図

令
第

6
6
条

、
令

第
6
7
条

第
２

項
、

令
第

6
9
条

又
は

令
第

7
0
条

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
図

書
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

1
5
7

基
礎

伏
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
寸

法
、

構
造

方
法

及
び

材
料

の
種

別
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法

1
基

礎
伏

図
杭

、
基

礎
、

は
り

、
床

、
壁

（
耐

力
壁

、
耐

力
壁

以
外

の
壁

）
、

構
造

ス
リ
ッ

ト
の

位
置

の
記

載 開
口

部
の

位
置

及
び

形
状

の
記

載

1
5
8

各
階

床
伏

図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
寸

法
、

構
造

方
法

及
び

材
料

の
種

別
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法

1
各

階
床

伏
図

柱
、

は
り

、
床

、
壁

（
耐

力
壁

、
耐

力
壁

以
外

の
壁

）
、

構
造

ス
リ
ッ

ト
の

位
置

の
記

載

1
5
9

小
屋

伏
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
寸

法
、

構
造

方
法

及
び

材
料

の
種

別
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法

1
屋

根
伏

図
柱

、
は

り
、

床
の

位
置

の
記

載

1
6
0

二
面

以
上

の
軸

組
図

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
寸

法
、

構
造

方
法

及
び

材
料

の
種

別
並

び
に

開
口

部
の

位
置

、
形

状
及

び
寸

法

1
軸

組
図

柱
、

は
り

、
壁

（
耐

力
壁

、
耐

力
壁

以
外

の
壁

）
の

位
置

の
記

載
耐

力
壁

の
開

口
部

の
位

置
の

記
載

耐
力

壁
以

外
の

壁
の

開
口

部
、

構
造

ス
リ

ッ
ト
の

位
置

の
記

載
コ

ン
ク

リ
ー

ト
強

度
の

記
載

1
6
1

鉄
筋

の
配

置
、

径
、

継
手

及
び

定
着

の
方

法
1

1
1

断
面

リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
構

造
標

準
図

杭
、

基
礎

、
柱

、
は

り
、

床
、

耐
力

壁
の

寸
法

、
構

造
方

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

鉄
筋

の
配

置
、

径
、

継
手

、
定

着
の

寸
法

、
構

造
方

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

開
口

部
の

位
置

、
形

状
、

寸
法

、
構

造
方

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

1
6
2

鉄
筋

に
対

す
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト
の

か
ぶ

り
厚

さ
1

1
1

令
7
9
条

構
造

標
準

図
か

ぶ
り

厚
さ

の
記

載

1
6
3

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

に
用

い
る

材
料

の
種

別
1

1
1

法
3
7
条

構
造

仕
様

書
材

料
の

種
別

の
記

載

1
6
4

コ
ン

ク
リ

ー
ト
の

骨
材

、
水

及
び

混
和

材
料

の
種

別
1

1
1

令
7
2
条

構
造

仕
様

書
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

骨
材

、
水

及
び

混
和

材
料

の
種

別
の

記
載

1
6
5

コ
ン

ク
リ

ー
ト
の

強
度

試
験

方
法

、
調

合
及

び
養

生
方

法
1

1
1

令
7
4
条

構
造

仕
様

書
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

強
度

試
験

方
法

、
調

合
及

び
養

生
方

法
の

記
載

1
6
6

コ
ン

ク
リ

ー
ト
の

型
枠

の
取

外
し

時
期

及
び

1
1

1
令

7
5
条

構
造

仕
様

書
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

型
枠

の
取

外
し

時
期

及
び

方
法

の
記

載

1
6
7

令
第

7
3
条

第
２

項
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

構
造

方
法

へ
の

適
合

性
審

査
に

必
要

な
事

1
1

1
令

7
3
条

2
項

構
造

標
準

図
継

手
の

構
造

方
法

、
材

料
の

種
別

の
記

載

1
6
7
-
1

令
第

7
3
条

第
３

項
た

だ
し

書
に

規
定

す
る

構
造

方
法

へ
の

適
合

性
審

査
に

必
要

な
事

1
1

1
令

7
3
条

3
項

構
造

標
準

図
計

算
書

定
着

の
構

造
方

法
、

材
料

の
種

別
の

記
載

1
6
8

令
第

7
7
条

第
４

号
に

規
定

す
る

基
準

へ
の

適
合

性
審

査
に

必
要

な
事

項
1

令
7
7
条

４
号

断
面

リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
帯

筋
の

配
筋

を
記

載

1
6
9

令
第

7
7
条

の
２

第
１
項

た
だ

し
書

の
構

造
計

算
の

結
果

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
令

7
7
条

の
２

計
算

書

2
1
4

令
第

３
章

第
７

節
の

２
令

第
8
0
条

の
２

又
は

令
第

8
0
条

の
３

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
図

書

令
第

8
0
条

の
２

に
規

定
す

る
構

造
方

法
へ

の
適

合
性

審
査

に
必

要
な

事
項

1
令

8
0
条

の
２

断
面

リ
ス

ト
（
構

造
詳

細
図

）
構

造
標

準
図

適
合

す
る

仕
様

の
記

載

2
1
7

構
造

計
算

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
る

構
造

計
算

を
行

う
場

合
に

お
い

て
、

申
請

に
係

る
建

築
物

が
、

当
該

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
る

構
造

計
算

に
よ

っ
て

安
全

性
を

確
か

め
る

こ
と

の
で

き
る

建
築

物
の

構
造

の
種

別
、

規
模

そ
の

他
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

使
用

条
件

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
を

照
合

す
る

た
め

の
事

項

1
1

1
計

算
書

2
1
8

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
に

使
用

さ
れ

る
す

べ
て

の
材

料
の

種
別

（
規

格
が

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

規
格

）
及

び
使

用
部

位

1
1

1
計

算
書

2
1
9

使
用

す
る

材
料

の
許

容
応

力
度

、
許

容
耐

力
及

び
材

料
強

度
の

数
値

及
び

そ
れ

ら
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

共
通

事
項

法
第

2
0

条
（
構

造
耐

力
）

令
第

３
章

第
６

節

構
造

詳
細

図

使
用

構
造

材
料

一
覧

表

施
工

方
法

等
計

画
書

令
第

7
3
条

第
２

項
た

だ
し

書
、

同
条

第
３

項
た

だ
し

書
、

令
第

7
7
条

第
４

号
、

同
条

第
５

号
た

だ
し

書
、

令
第

7
7
条

の
２

第
１
項

た
だ

し
書

又
は

令
第

7
9
条

第
２

項
の

規
定

に
適

合
す

る
こ

と
の

確
認

に
必

要
な

図
書

使
用

構
造

材
料

一
覧

表
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

2
2
0

使
用

す
る

指
定

建
築

材
料

が
法

第
3
7
条

の
規

定
に

基
づ

く
国

土
交

通
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

も
の

で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
使

用
位

置
、

形
状

及
び

寸
法

、
当

該
構

造
計

算
に

お
い

て
用

い
た

許
容

応
力

度
及

び
材

料
強

度
の

数
値

並
び

に
認

定
番

号

1
1

1
計

算
書

2
2
1

法
第

6
8
条

の
2
5
の

規
定

に
基

づ
く

国
土

交
通

大
臣

の
認

定
を

受
け

た
構

造
方

法
等

そ
の

他
特

殊
な

構
造

方
法

等
が

使
用

さ
れ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
認

定
番

号
、

使
用

条
件

及
び

内
容

1
1

1
計

算
書

2
2
2

特
別

な
調

査
又

は
研

究
の

結
果

に
基

づ
き

構
造

計
算

が
行

わ
れ

て
い

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
検

討
内

容
1

1
1

計
算

書

2
2
3

構
造

計
算

の
仮

定
及

び
計

算
結

果
の

適
切

性
に

関
す

る
検

討
内

容
1

1
1

計
算

書

2
2
4

地
盤

調
査

方
法

及
び

そ
の

結
果

1
1

1
計

算
書

2
2
5

地
層

構
成

、
支

持
地

盤
及

び
建

築
物

（
地

下
部

分
を

含
む

。
）
の

位
置

1
1

1
計

算
書

2
2
6

地
下

水
位

（
地

階
を

有
し

な
い

建
築

物
に

直
接

基
礎

を
用

い
た

場
合

を
除

く
。

）
1

1
1

計
算

書

2
2
7

基
礎

の
工

法
（
地

盤
改

良
を

含
む

。
）
の

種
別

、
位

置
、

形
状

、
寸

法
及

び
材

料
の

種
別

1
1

1
計

算
書

2
2
8

構
造

計
算

に
お

い
て

用
い

た
支

持
層

の
位

置
、

層
の

構
成

及
び

地
盤

調
査

の
結

果
に

よ
り

設
定

し
た

地
盤

の
特

性
値

1
1

1
計

算
書

2
2
9

地
盤

の
許

容
応

力
度

並
び

に
基

礎
及

び
基

礎
ぐ

い
の

許
容

支
持

力
の

数
値

及
び

そ
れ

ら
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
3
0

略
伏

図
各

階
の

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
の

種
別

、
配

置
及

び
寸

法
並

び
に

開
口

部
の

位
置

1
1

1
計

算
書

2
3
1

略
軸

組
図

す
べ

て
の

通
り

の
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

部
材

の
種

別
、

配
置

及
び

寸
法

並
び

に
開

口
部

の
位

置
1

1
1

計
算

書

2
3
2

部
材

断
面

表
各

階
及

び
す

べ
て

の
通

り
の

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
の

断
面

の
形

状
、

寸
法

及
び

仕
様

1
1

1
計

算
書

2
3
3

固
定

荷
重

の
数

値
及

び
そ

の
算

出
方

法
1

1
1

計
算

書

2
3
4

各
階

又
は

各
部

分
の

用
途

ご
と

に
積

載
荷

重
の

数
値

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
3
5

各
階

又
は

各
部

分
の

用
途

ご
と

に
大

規
模

な
設

備
、

塔
屋

そ
の

他
の

特
殊

な
荷

重
（
以

下
「
特

殊
な

荷
重

」
と

い
う

。
）
の

数
値

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
3
6

積
雪

荷
重

の
数

値
及

び
そ

の
算

出
方

法
1

1
1

計
算

書

2
3
7

風
圧

力
の

数
値

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
3
8

地
震

力
の

数
値

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
3
9

土
圧

、
水

圧
そ

の
他

考
慮

す
べ

き
荷

重
及

び
外

力
の

数
値

及
び

そ
れ

ら
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
4
0

略
伏

図
上

に
記

載
し

た
特

殊
な

荷
重

の
分

布
1

1
1

計
算

書

基
礎

・
地

盤
説

明
書

（
国

土
交

通
大

臣
が

あ
ら

か
じ

め
適

切
で

あ
る

と
認

定
し

た
算

出
方

法
に

よ
り

基
礎

ぐ
い

の
許

容
支

持
力

を
算

出
す

る
場

合
で

当
該

認
定

に
係

る
認

定
書

の
写

し
を

添
え

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
算

出
方

法
に

係
る

図
書

の
う

ち
国

土
交

通
大

臣
の

指
定

し
た

も
の

を
除

く
。

）

荷
重

・
外

力
計

算
書

特
別

な
調

査
又

は
研

究
の

結
果

等
説

明
書

令
第

8
2

条
各

号
関

係
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

2
4
1

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
に

生
ず

る
力

の
数

値
及

び
そ

の
算

出
方

法
1

1
1

計
算

書

2
4
2

地
震

時
（
風

圧
力

に
よ

っ
て

生
ず

る
力

が
地

震
力

に
よ

っ
て

生
ず

る
力

を
上

回
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

暴
風

時
）
に

お
け

る
柱

が
負

担
す

る
せ

ん
断

力
及

び
そ

の
分

担
率

並
び

に
耐

力
壁

又
は

筋
か

い
が

負
担

す
る

せ
ん

断
力

及
び

そ
の

分
担

率

1
1

1
計

算
書

2
4
3

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

様
式

（
平

成
1
9

年
国

土
交

通
省

告
示

第
8
1
7
号

）
に

よ
る

応
力

図
及

び
基

礎
反

力
図

に
記

載
す

べ
き

事
項

1
1

1
計

算
書

2
4
4

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

位
置

、
部

材
に

付
す

記
号

、
部

材
断

面
の

仕
様

、
部

材
に

生
じ

る
荷

重
の

種
別

及
び

当
該

荷
重

が
作

用
す

る
方

向

1
1

1
計

算
書

2
4
5

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

軸
方

向
、

曲
げ

及
び

せ
ん

断
の

応
力

度
1

1
1

計
算

書

2
4
6

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

軸
方

向
、

曲
げ

及
び

せ
ん

断
の

許
容

応
力

度
1

1
1

計
算

書

2
4
7

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
（
接

合
部

を
含

む
。

）
の

応
力

度
と

許
容

応
力

度
の

比
率

1
1

1
計

算
書

2
4
8

国
土

交
通

大
事

が
定

め
る

様
式

（
平

成
1
9

年
国

土
交

通
省

告
示

第
8
1
7
号

）
に

よ
る

断
面

検
定

比
図

に
記

載
す

べ
き

事
項

1
1

1
計

算
書

2
4
9

基
礎

ぐ
い

等
計

算
書

基
礎

ぐ
い

、
床

版
、

小
ば

り
そ

の
他

の
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

部
材

に
関

す
る

構
造

計
算

の
計

算
書

1
1

1
計

算
書

2
5
0

使
用

上
の

支
障

に
関

す
る

計
算

書
令

第
8
2
条

第
４

号
に

規
定

す
る

構
造

計
算

の
計

算
書

1
1

1
計

算
書

2
5
1

層
間

変
位

の
計

算
に

用
い

る
地

震
力

1
1

1
計

算
書

2
5
2

地
震

力
に

よ
っ

て
各

階
に

生
ず

る
水

平
方

向
の

層
間

変
位

の
算

出
方

法
1

1
1

計
算

書

2
5
3

各
階

及
び

各
方

向
の

層
間

変
形

角
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
5
4

各
階

及
び

各
方

向
の

層
間

変
形

角
1

1
1

計
算

書

2
5
5

損
傷

が
生

ず
る

お
そ

れ
の

な
い

こ
と

に
つ

い
て

の
検

証
内

容
（
層

間
変

形
角

が
2
0
0
分

の
１

を
超

え
1
2
0
分

の
１

以
内

で
あ

る
場

合
に

限
る

。
）

1
1

1
計

算
書

2
5
6

保
有

水
平

耐
力

計
算

に
用

い
る

地
震

力
1

1
1

計
算

書

2
5
7

各
階

及
び

各
方

向
の

保
有

水
平

耐
力

の
算

出
方

法
1

1
1

計
算

書

2
5
8

令
第

8
2
条

の
３

第
２
号

に
規

定
す

る
各

階
の

構
造

特
性

を
表

す
D

s（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
D

s」
と

い
う

。
）
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
5
9

令
第

8
2
条

の
３

第
２
号

に
規

定
す

る
各

階
の

形
状

特
性

を
表

す
F
es

（
以

下
こ

の
表

に
お

い
て

「
F
es

」
と

い
う

。
）
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
6
0

各
階

及
び

各
方

向
の

必
要

保
有

水
平

耐
力

の
算

出
方

法
1

1
1

計
算

書

令
第

8
1

条
第

２
項

第
１

号
イ

に
規

定
す

る
保

有
水

平
耐

力
計

算
に

よ
り

安
全

性
を

確
か

め
た

建
築

物

応
力

計
算

書
（
応

力
図

及
び

基
礎

反
力

図
を

含
む

。
）

断
面

計
算

書
（
断

面
検

定
比

図
を

含
む

。
）

令
第

8
2

条
の

２
関

係

層
間

変
形

角
計

算
書

層
間

変
形

角
計

算
結

果
一

覧
表

保
有

水
平

耐
力

計
算

書
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

2
6
1

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
柱

、
は

り
若

し
く

は
壁

又
は

こ
れ

ら
の

接
合

部
に

つ
い

て
、

局
部

座
屈

、
せ

ん
断

破
壊

等
に

よ
る

構
造

耐
力

上
支

障
の

あ
る

急
激

な
耐

力
の

低
下

が
生

ず
る

お
そ

れ
の

な
い

こ
と

に
つ

い
て

の
検

証
内

容

1
1

1
計

算
書

2
6
2

各
階

の
保

有
水

平
耐

力
を

増
分

解
析

に
よ

り
計

算
す

る
場

合
に

お
け

る
外

力
分

布
1

1
1

計
算

書

2
6
3

架
構

の
崩

壊
形

1
1

1
計

算
書

2
6
4

保
有

水
平

耐
力

、
D

s、
F
es

及
び

必
要

保
有

水
平

耐
力

の
数

値
1

1
1

計
算

書

2
6
5

各
階

及
び

各
方

向
の

D
sの

算
定

時
に

お
け

る
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

部
材

に
生

ず
る

力
の

分
布

及
び

塑
性

ヒ
ン

ジ
の

発
生

状
況

1
1

1
計

算
書

2
6
6

各
階

及
び

各
方

向
の

構
造

耐
力

上
主

要
な

部
分

で
あ

る
部

材
の

部
材

群
と

し
て

の
部

材
種

別
1

1
1

計
算

書

2
6
7

各
階

及
び

各
方

向
の

保
有

水
平

耐
力

時
に

お
け

る
構

造
耐

力
上

主
要

な
部

分
で

あ
る

部
材

に
生

ず
る

力
の

分
布

及
び

塑
性

ヒ
ン

ジ
の

発
生

状
況

1
1

1
計

算
書

2
6
8

各
階

の
保

有
水

平
耐

力
を

増
分

解
析

に
よ

り
計

算
す

る
場

合
に

お
い

て
、

建
築

物
の

各
方

向
に

お
け

る
せ

ん
断

力
と

層
間

変
形

角
の

関
係

1
1

1
計

算
書

2
6
9

屋
根

ふ
き

材
、

外
装

材
及

び
屋

外
に

面
す

る
帳

壁
に

使
用

さ
れ

る
す

べ
て

の
材

料
の

種
別

（
規

格
が

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

規
格

）
及

び
使

用
部

位

1
1

1
計

算
書

2
7
0

使
用

す
る

材
料

の
許

容
応

力
度

、
許

容
耐

力
及

び
材

料
強

度
の

数
値

及
び

そ
れ

ら
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
7
1

使
用

す
る

指
定

建
築

材
料

が
法

第
3
7
条

の
規

定
に

基
づ

く
国

土
交

通
大

臣
の

認
定

を
受

け
た

も
の

で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
使

用
位

置
、

形
状

及
び

寸
法

、
当

該
構

造
計

算
に

お
い

て
用

い
た

許
容

応
力

度
及

び
材

料
強

度
の

数
値

並
び

に
認

定
番

号

1
1

1
計

算
書

2
7
2

荷
重

・
外

力
計

算
書

風
圧

力
の

数
値

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
7
3

応
力

計
算

書
屋

根
ふ

き
材

及
び

屋
外

に
面

す
る

帳
壁

に
生

ず
る

力
の

数
値

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
1

1
計

算
書

2
7
4

屋
根

ふ
き

材
等

計
算

書
令

第
8
2
条

の
４

に
規

定
す

る
構

造
計

算
の

計
算

書
1

1
1

計
算

書

4
3
4
-
2

2
面

以
上

の
断

面
図

令
第

3
6
条

の
４

に
規

定
す

る
構

造
方

法
1

1
1

法
2
0
条

2
項

各
階

床
伏

図
基

礎
伏

図
構

造
躯

体
の

あ
き

寸
法

を
記

載

4
8
6

確
認

申
請

書
延

べ
面

積
、

用
途

な
ど

1
1

1
法

2
6

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

5
1
0

主
要

構
造

部
、

軒
裏

、
防

火
壁

及
び

防
火

設
備

の
断

面
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
法

2
6

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
各

階
平

面
図

配
置

図
耐

火
構

造
等

の
構

造
詳

細
、

配
置

図
・
平

面
図

で
延

焼
ラ

イ
ン

内
の

開
口

部
の

措
置

を
記

載
（
一

般
に

準
耐

火
建

築
物

以
上

と
す

る
こ

と
が

多
い

た
め

、
そ

の
適

合
を

確
認

）

5
1
6

確
認

申
請

書
用

途
、

階
数

、
各

階
床

面
積

な
ど

1
1

1
法

2
7

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

5
1
9

床
面

積
求

積
図

床
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

1
1

1
法

2
7

求
積

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載

5
2
0

開
口

部
及

び
防

火
設

備
の

位
置

1
1

1
法

2
7

各
階

平
面

図
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

防
火

設
備

を
記

載

令
第

8
2

条
の

３
関

係

保
有

水
平

耐
力

計
算

結
果

一
覧

表

令
第

8
2

条
の

４
関

係

使
用

構
造

材
料

一
覧

表

法
第

2
0
条

第
2
項

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
建

築
物

法
第

2
6

条
（
防

火
壁

及
び

防
火

床
）

本
文

た
だ

し
書

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図

■2.[一般建築]検討内容
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

5
2
1

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
の

位
置

1
1

1
法

2
7

各
階

平
面

図
耐

力
壁

及
び

非
耐

力
壁

の
別

を
記

載
（
記

載
が

な
く

て
も

適
合

す
る

こ
と

が
分

か
れ

ば
記

載
不

要
）

5
2
2

外
壁

、
袖

壁
、

塀
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

位
置

及
び

高
さ

1
1

1
法

2
7

各
階

平
面

図
配

置
図

袖
壁

等
を

設
け

た
場

合
は

そ
の

位
置

及
び

高
さ

並
び

に
そ

の
構

造
、

ま
た

袖
壁

等
に

よ
っ

て
延

焼
の

お
そ

れ
の

範
囲

外
で

あ
る

こ
と

を
記

載

5
2
5

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

及
び

防
火

設
備

の
断

面
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
法

2
7

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
主

要
構

造
部

の
耐

火
構

造
等

の
断

面
構

造
（
材

料
の

種
別

、
寸

法
な

ど
）
の

記
載

。
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
を

記
載

。

5
2
7

そ
の

他
法

第
2
7
条

第
1
項

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
図

書

法
第

2
7
条

第
1
項

に
規

定
す

る
構

造
方

法
へ

の
適

合
性

審
査

に
必

要
な

事
項

法
2
7

そ
の

他
い

わ
ゆ

る
木

三
共

、
木

三
学

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

を
記

載
（
例

え
ば

敷
地

内
通

路
や

上
階

延
焼

防
止

措
置

な
ど

）

5
2
8

各
階

平
面

図
警

報
設

備
の

位
置

及
び

構
造

法
2
7

各
階

平
面

図
断

面
図

令
1
1
0
条

の
４

に
規

定
す

る
建

築
物

に
設

け
る

警
報

装
置

の
位

置
及

び
構

造
が

令
和

元
年

国
交

告
1
9
8
号

に
適

合
す

る
す

る
こ

と
を

記
載

5
2
9

開
口

部
及

び
防

火
設

備
の

位
置

法
2
7

各
階

平
面

図
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

防
火

設
備

を
記

載

5
3
0

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
の

位
置

法
2
7

各
階

平
面

図
耐

力
壁

及
び

非
耐

力
壁

の
別

を
記

載
（
記

載
が

な
く

て
も

適
合

す
る

こ
と

が
分

か
れ

ば
記

載
不

要
）

5
3
1

外
壁

、
袖

壁
、

塀
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

位
置

及
び

高
さ

法
2
7

各
階

平
面

図
配

置
図

袖
壁

等
を

設
け

た
場

合
は

そ
の

位
置

及
び

高
さ

、
延

焼
の

お
そ

れ
の

範
囲

外
で

あ
る

こ
と

を
記

載

5
3
2

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

及
び

防
火

設
備

の
断

面
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

法
2
7

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
主

要
構

造
部

の
耐

火
構

造
等

の
断

面
構

造
（
材

料
の

種
別

、
寸

法
な

ど
）
の

記
載

。
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
を

記
載

。
5
3
3

開
口

部
及

び
防

火
設

備
の

位
置

法
2
7

各
階

平
面

図
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

防
火

設
備

を
記

載

5
3
4

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
の

位
置

法
2
7

各
階

平
面

図
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
を

記
載

（
記

載
が

な
く

て
も

適
合

す
る

こ
と

が
分

か
れ

ば
記

載
不

要
）

5
3
5

外
壁

、
袖

壁
、

塀
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

位
置

及
び

高
さ

法
2
7

各
階

平
面

図
配

置
図

袖
壁

等
を

設
け

た
場

合
は

そ
の

位
置

及
び

高
さ

、
延

焼
の

お
そ

れ
の

範
囲

外
で

あ
る

こ
と

を
記

載

5
3
6

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

、
軒

裏
、

天
井

及
び

防
火

設
備

の
断

面
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

法
2
7

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
主

要
構

造
部

、
軒

裏
、

天
井

の
耐

火
構

造
等

の
断

面
構

造
（
材

料
の

種
別

、
寸

法
な

ど
）
の

記
載

。
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
を

記
載

。

5
3
7

危
険

物
の

数
量

表
危

険
物

の
種

類
及

び
数

量
法

2
7

そ
の

他
危

険
物

調
書

を
添

付
5
5
2

確
認

申
請

書
用

途
地

域
、

用
途

な
ど

1
1

1
法

2
8

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

基
準

を
確

認

5
5
3

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
及

び
幅

員
並

び
に

令
第

2
0
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
公

園
、

広
場

、
川

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

空
地

又
は

水
面

の
位

置
及

び
幅

1
1

1
法

2
8

配
置

図
各

階
平

面
図

採
光

補
正

係
数

を
求

め
る

た
め

に
必

要
な

各
境

界
線

の
位

置
、

各
部

分
の

水
平

距
離

を
記

載

5
5
5

各
階

平
面

図
法

第
2
8
条

第
１

項
に

規
定

す
る

開
口

部
の

位
置

及
び

面
積

1
1

1
法

2
8

各
階

平
面

図
開

口
部

の
位

置
と

面
積

（
面

積
に

あ
っ

て
は

、
計

算
表

又
は

建
具

表
に

記
載

し
て

も
よ

い
）
を

記
載

5
5
7

二
面

以
上

の
立

面
図

令
第

2
0
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
垂

直
距

離
1

1
1

法
2
8

立
面

図
採

光
補

正
係

数
算

定
の

た
め

の
寸

法
（
い

わ
ゆ

る
D

/
H

）
を

記
載

（
断

面
図

で
も

可
）

5
5
8

二
面

以
上

の
断

面
図

令
第

2
0
条

第
２

項
第

１
号

に
規

定
す

る
垂

直
距

離
1

1
1

法
2
8

断
面

図
採

光
補

正
係

数
算

定
の

た
め

の
寸

法
（
い

わ
ゆ

る
D

/
H

）
を

記
載

（
立

面
図

で
も

可
）

5
5
9

居
室

の
床

面
積

1
1

1
法

2
8

求
積

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載

5
6
0

開
口

部
の

採
光

に
有

効
な

部
分

の
面

積
及

び
そ

の
算

出
方

法
1

1
1

法
2
8

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
採

光
計

算
表

5
6
1

確
認

申
請

書
用

途
1

1
1

法
2
8

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

5
6
2

居
室

に
設

け
る

換
気

の
た

め
の

窓
そ

の
他

の
開

口
部

の
位

置
及

び
面

積
1

1
法

2
8

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
開

口
部

の
位

置
と

面
積

（
面

積
に

あ
っ

て
は

、
計

算
表

又
は

建
具

表
に

記
載

し
て

も
よ

い
）
を

記
載

5
6
3

給
気

機
又

は
給

気
口

の
位

置
1

1
1

法
2
8

各
階

平
面

図
2
項

た
だ

し
書

き
（
換

気
上

無
窓

居
室

）
又

は
3
項

（
劇

場
等

又
は

火
気

使
用

室
）
の

換
気

設
備

の
設

置
を

要
す

る
場

合
、

換
気

設
備

平
面

図
に

給
気

機
若

し
く

は
給

気
口

の
位

置
を

記
載

5
6
4

排
気

機
若

し
く

は
排

気
口

、
排

気
筒

又
は

煙
突

の
位

置
1

1
1

法
2
8

各
階

平
面

図

2
項

た
だ

し
書

き
（
換

気
上

無
窓

居
室

）
の

換
気

設
備

の
設

置
を

要
す

る
場

合
、

換
気

設
備

平
面

図
に

排
気

機
若

し
く

は
排

気
口

の
位

置
を

記
載

。
3
項

（
劇

場
等

又
は

火
気

使
用

室
）
の

換
気

設
備

の
設

置
を

要
す

る
場

合
、

換
気

設
備

平
面

図
に

排
気

筒
又

は
煙

突
の

位
置

を
記

載
。

5
6
5

か
ま

ど
、

こ
ん

ろ
そ

の
他

設
備

器
具

の
位

置
、

種
別

及
び

発
熱

量
1

1
法

2
8

各
階

平
面

図
火

気
使

用
が

あ
る

場
合

（
令

2
0
条

の
3
第

1
項

に
規

定
す

る
も

の
を

除
く

）
、

換
気

設
備

平
面

図
に

器
具

の
位

置
、

燃
料

の
種

別
及

び
発

熱
量

を
記

載
。

5
6
6

火
を

使
用

す
る

室
に

関
す

る
換

気
経

路
1

1
法

2
8

各
階

平
面

図
火

気
使

用
が

あ
る

場
合

（
令

2
0
条

の
3
第

1
項

に
規

定
す

る
も

の
を

除
く

）
、

換
気

設
備

平
面

図
に

給
排

気
換

気
経

路
を

記
載

。
排

気
フ

ー
ド

が
あ

る
場

合
、

排
気

フ
ー

ド
の

構
造

を
記

載
。

5
6
7

中
央

管
理

室
の

位
置

1
法

2
8

各
階

平
面

図

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
を

設
置

す
る

場
合

及
び

各
構

え
の

床
面

積
が

1
,0

0
0
㎡

を
超

え
る

地
下

街
の

場
合

、
換

気
設

備
平

面
図

に
中

央
管

理
室

の
位

置
を

記
載

し
、

機
械

換
気

設
備

及
び

中
央

管
理

方
式

の
空

気
調

和
設

備
の

制
御

・
作

動
状

態
の

監
視

を
記

載
。

法
第

2
7

条
（
耐

火
建

築
物

等
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
特

殊
建

築
物

）

第
１

項

各
階

平
面

図

令
第

1
1
0
条

の
5
の

規
定

が
適

用
さ

れ
る

建
築

物

第
2
項

各
階

平
面

図

第
3
項

各
階

平
面

図

法
第

2
8

条
（
居

室
の

採
光

及
び

換
気

）

第
１

項
及

び
第

４
項

配
置

図

開
口

部
の

採
光

に
有

効
な

部
分

の
面

積
を

算
定

し
た

際
の

計
算

書

第
２

項
か

ら
第

４
項

ま
で

各
階

平
面

図
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

5
7
0

床
面

積
求

積
図

床
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

1
1

法
2
8

求
積

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載

5
7
1

換
気

設
備

の
有

効
換

気
量

1
1

1
法

2
8

仕
様

書
機

械
換

気
方

式
に

よ
り

換
気

を
行

う
場

合
、

換
気

量
計

算
書

に
よ

り
有

効
換

気
量

を
算

定
し

、
仕

様
書

（
機

器
表

）
に

記
載

。

5
7
2

中
央

管
理

方
式

の
空

気
調

和
設

備
の

有
効

換
気

量
1

1
1

法
2
8

仕
様

書
中

央
管

理
方

式
の

空
気

調
和

設
備

に
よ

り
換

気
を

行
う

場
合

、
S
4
5
告

1
8
3
2
号

第
一

号
に

基
づ

く
換

気
計

算
書

（
V

＝
2
0
A

f/
N

の
A

fは
居

室
の

床
面

積
「
換

気
上

有
効

な
開

口
部

を
減

じ
な

い
」
）
に

よ
り

有
効

換
気

量
を

算
定

し
、

仕
様

書
（
機

器
表

）
に

記
載

。

5
8
2

給
気

機
又

は
給

気
口

及
び

排
気

機
又

は
排

気
口

の
位

置
1

1
1

法
2
8
条

の
2

各
階

平
面

図
居

室
を

有
す

る
建

築
物

は
、

換
気

設
備

平
面

図
に

給
排

気
フ

ァ
ン

及
び

給
排

気
口

の
位

置
並

び
に

ア
ン

ダ
ー

カ
ッ

ト
等

を
設

け
る

場
合

は
そ

の
位

置
を

記
載

。

5
8
4

中
央

管
理

室
の

位
置

1
法

2
8
条

の
2

各
階

平
面

図
中

央
管

理
方

式
の

空
気

調
和

設
備

に
よ

り
換

気
を

行
う

場
合

、
H

1
5
国

交
告

2
7
4
号

第
2

第
一

号
に

基
づ

く
換

気
計

算
書

「
V

r＝
1
0
（
E
+
0
.0

2
n
・
A

）
」
に

よ
り

有
効

換
気

量
を

算
定

し
、

中
央

管
理

室
の

位
置

を
平

面
図

に
記

載
。

5
8
9

内
装

の
仕

上
げ

に
用

い
る

建
築

材
料

の
種

別
及

び
面

積
1

1
1

法
2
8
条

の
２

仕
上

表

使
用

建
築

材
料

は
F
☆

☆
☆

☆
（
天

井
裏

は
F
☆

☆
☆

以
上

）
又

は
規

制
対

象
外

材
料

を
使

用
す

る
旨

を
記

載
（
上

記
以

外
の

材
料

を
使

用
す

る
場

合
は

、
面

積
制

限
等

を
記

載
）

石
綿

及
び

ク
ロ

ル
ピ

リ
ホ

ス
を

使
用

し
な

い
旨

を
記

載

5
9
1

有
効

換
気

量
又

は
有

効
換

気
換

算
量

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
1

1
法

2
8
条

の
2

計
算

書
機

械
換

気
設

備
に

よ
る

場
合

、
有

効
換

気
量

の
算

出
方

法
を

計
算

書
に

記
載

。
空

気
を

浄
化

し
て

供
給

す
る

方
式

を
用

い
る

機
械

換
気

設
備

（
一

般
的

に
中

央
管

理
方

式
の

空
気

調
和

設
備

）
に

よ
る

場
合

、
有

効
換

気
換

算
量

の
算

出
方

法
を

計
算

書
に

記
載

。

5
9
2

換
気

回
数

及
び

必
要

有
効

換
気

量
1

1
1

法
2
8
条

の
2

計
算

書
機

械
換

気
設

備
又

は
空

気
を

浄
化

し
て

供
給

す
る

方
式

を
用

い
る

機
械

換
気

設
備

（
一

般
的

に
中

央
管

理
方

式
の

空
気

調
和

設
備

）
に

よ
る

場
合

、
計

算
書

に
換

気
回

数
と

必
要

有
効

換
気

量
を

記
載

。

5
9
3

給
気

機
又

は
排

気
機

の
給

気
又

は
排

気
能

力
及

び
そ

の
算

出
方

法
1

1
1

法
2
8
条

の
2

計
算

書

機
械

換
気

設
備

に
よ

る
場

合
、

給
気

機
又

は
排

気
機

の
風

量
が

、
有

効
換

気
量

以
上

で
あ

る
こ

と
を

計
算

書
に

記
載

。
空

気
を

浄
化

し
て

供
給

す
る

方
式

を
用

い
る

機
械

換
気

設
備

（
一

般
的

に
中

央
管

理
方

式
の

空
気

調
和

設
備

）
に

よ
る

場
合

、
給

気
機

又
は

排
気

機
の

風
量

が
、

有
効

換
気

換
算

量
以

上
で

あ
る

こ
と

を
計

算
書

に
記

載
。

5
9
4

換
気

経
路

の
全

圧
力

損
失

（
直

管
部

損
失

、
局

部
損

失
、

諸
機

器
そ

の
他

に
お

け
る

圧
力

損
失

の
合

計
を

い
う

。
）
及

び
そ

の
算

出
方

法

1
1

1
法

2
8
条

の
2

計
算

書
有

効
換

気
量

又
は

有
効

換
気

換
算

量
に

対
す

る
ダ

ク
ト
の

全
圧

力
損

失
を

計
算

書
に

記
載

。

6
1
7

確
認

申
請

書
用

途
1

法
3
0

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

6
1
8

各
階

平
面

図
界

壁
の

位
置

及
び

遮
音

性
能

1
法

3
0

各
階

平
面

図
界

壁
の

位
置

及
び

遮
音

の
構

造
詳

細
図

を
記

載
、

小
屋

裏
ま

で
達

す
る

旨
（
又

は
天

井
遮

音
と

す
る

旨
）
を

記
載

（
特

記
で

も
可

）

6
1
9

二
面

以
上

の
断

面
図

界
壁

の
位

置
及

び
構

造
1

法
3
0

断
面

図
界

壁
の

位
置

を
記

載
、

小
屋

裏
ま

で
達

す
る

旨
を

記
載

6
2
0

二
面

以
上

の
断

面
図

天
井

の
位

置
、

構
造

及
び

遮
音

性
能

1
法

3
0

断
面

図
界

壁
の

位
置

及
び

遮
音

の
構

造
詳

細
図

を
記

載
、

天
井

の
位

置
及

び
遮

音
の

構
造

詳
細

図
を

記
載

6
2
3

確
認

申
請

書

そ
の

他
の

区
域

、
地

域
、

地
区

又
は

街
区

（
下

水
道

処
理

区
域

の
内

外
の

別
及

び
改

良
便

槽
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

の
規

定
が

条
例

で
設

け
ら

れ
て

い
る

区
域

の
内

外
の

別
）

1
1

1
法

3
1

確
認

申
請

書
【
3
-
5
．

そ
の

他
の

区
域

、
地

域
、

地
区

又
は

街
区

】
に

下
水

道
処

理
区

域
内

外
の

別
を

記
載

6
2
4

配
置

図
排

水
ま

す
及

び
公

共
下

水
道

の
位

置
1

1
1

法
3
1
条

配
置

図
公

共
下

水
道

が
整

備
さ

れ
た

区
域

に
お

い
て

排
水

を
公

共
下

水
道

へ
放

流
す

る
場

合
、

配
置

図
に

排
水

桝
、

及
び

排
水

桝
と

公
共

下
水

道
の

接
続

部
、

公
共

下
水

道
位

置
を

記
載

。

6
2
5

確
認

申
請

書
そ

の
他

の
区

域
、

地
域

、
地

区
又

は
街

区
（
下

水
道

処
理

区
域

の
内

外
の

別
）

法
3
1

確
認

申
請

書
【
3
-
5
．

そ
の

他
の

区
域

、
地

域
、

地
区

又
は

街
区

】
に

下
水

道
処

理
区

域
内

外
の

別
を

記
載

6
3
6

常
用

の
電

源
及

び
予

備
電

源
の

種
類

及
び

位
置

1
1

1
法

3
2
条

各
階

平
面

図

常
用

の
電

源
の

種
類

（
特

別
高

圧
受

電
、

高
圧

受
電

、
低

圧
受

電
な

ど
）
、

位
置

を
記

載
。

予
備

電
源

の
種

類
（
自

家
用

発
電

装
置

、
蓄

電
池

設
備

、
内

燃
機

関
な

ど
）
、

位
置

を
記

載
。

6
3
8

受
電

設
備

の
電

気
配

線
の

状
況

1
1

1
法

3
2
条

構
造

詳
細

図
高

圧
受

電
及

び
特

別
高

圧
受

電
設

備
の

電
気

配
線

の
構

造
「
単

線
結

線
図

」
を

記
載

。
低

圧
受

電
の

電
気

配
線

の
状

況
「
引

込
み

詳
細

図
と

開
閉

器
盤

リ
ス

ト
な

ど
」
を

記
載

。

換
気

設
備

の
仕

様
書

有
効

換
気

量
又

は
有

効
換

気
換

算
量

を
算

定
し

た
際

の
計

算
書

給
気

機
又

は
排

気
機

の
給

気
又

は
排

気
能

力
を

算
定

し
た

際
の

計
算

書

第
３

号

各
階

平
面

図

使
用

建
築

材
料

表

各
階

平
面

図

法
第

3
0

条
（
長

屋
又

は
共

同
住

宅
の

各
戸

の
界

壁
）

第
２

項

第
１

項

第
２

項

法
第

2
8

条
の

２
（
石

綿
そ

の
他

の
物

質
の

飛
散

又
は

発
散

に
対

す
る

衛
生

上
の

措
置

）

法
第

3
1

条
（
便

所
）

第
１

項
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

6
3
9

常
用

の
電

源
及

び
予

備
電

源
の

種
類

及
び

構
造

1
1

1
法

3
2
条

構
造

詳
細

図

高
圧

受
電

及
び

特
別

高
圧

受
電

設
備

の
電

気
配

線
の

構
造

「
単

線
結

線
図

」
を

記
載

。
低

圧
受

電
の

電
気

配
線

の
状

況
「
引

込
み

詳
細

図
と

開
閉

器
盤

リ
ス

ト
な

ど
」
を

記
載

。
常

用
の

電
源

が
断

た
れ

た
際

、
所

定
の

時
間

、
防

災
設

備
の

機
能

を
確

保
す

る
た

め
の

予
備

電
源

の
構

造
（
自

家
用

発
電

装
置

、
蓄

電
池

設
備

、
内

燃
機

関
）
を

記
載

。

6
4
0

予
備

電
源

に
係

る
負

荷
機

器
の

電
気

配
線

の
状

況
1

法
3
2
条

構
造

詳
細

図

常
用

電
源

が
断

た
れ

た
際

に
自

動
的

に
切

り
替

わ
る

も
の

で
あ

る
こ

と
、

予
備

電
源

か
ら

各
防

災
設

備
ま

で
の

電
気

配
線

の
耐

熱
措

置
（
ケ

ー
ブ

ル
種

別
）
、

常
用

電
源

の
分

電
盤

で
の

分
岐

位
置

、
単

線
結

線
図

、
発

電
機

設
備

図
、

蓄
電

池
設

備
図

、
幹

線
系

統
図

、
動

力
分

電
盤

リ
ス

ト
等

に
よ

り
記

載
。

6
4
1

ガ
ス

漏
れ

を
検

知
し

、
警

報
す

る
設

備
（
以

下
「
ガ

ス
漏

れ
警

報
設

備
」
と

い
う

。
）
に

係
る

電
気

配
線

の
構

造
1

1
法

3
2
条

構
造

詳
細

図
S
5
6
建

告
1
0
9
9
号

に
定

め
る

構
造

で
あ

る
こ

と
を

記
載

。

6
4
2

予
備

電
源

の
容

量
を

算
出

し
た

際
の

計
算

書
予

備
電

源
の

容
量

及
び

そ
の

算
出

方
法

1
法

3
2
条

計
算

書

自
家

用
発

電
装

置
の

場
合

、
（
一

社
）
日

本
内

燃
力

発
電

設
備

協
会

規
格

N
E
G

A
 C

2
0
1
-
2
0
1
5
「
自

家
発

電
設

備
の

出
力

算
定

法
」
に

基
づ

く
容

量
算

定
を

計
算

書
に

記
載

。
蓄

電
池

設
備

の
場

合
、

（
一

社
）
電

池
工

業
会

規
格

S
B

A
 S

 0
6
0
1
-
2
0
1
4
「
据

置
蓄

電
池

の
容

量
算

出
法

」
に

基
づ

く
容

量
算

定
を

計
算

書
に

記
載

。
6
4
5

配
置

図
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
1

1
1

法
3
3

配
置

図
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
を

記
載

6
4
6

建
築

物
の

高
さ

が
2
0
メ

ー
ト
ル

を
超

え
る

部
分

1
1

1
法

3
3
条

立
面

図
立

面
図

に
地

盤
面

か
ら

の
高

さ
が

2
0
m

を
超

え
る

ラ
イ

ン
を

記
載

。

6
4
7

雷
撃

か
ら

保
護

さ
れ

る
範

囲
1

1
1

法
3
3
条

立
面

図
回

転
球

体
法

の
球

体
半

径
や

保
護

角
法

の
保

護
角

で
保

護
さ

れ
る

範
囲

を
記

載
。

6
4
8

受
雷

部
シ

ス
テ

ム
の

配
置

1
1

1
法

3
3
条

立
面

図
突

針
、

水
平

導
体

又
は

メ
ッ

シ
ュ

導
体

の
配

置
を

記
載

。
6
4
9

二
面

以
上

の
断

面
図

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

1
1

1
法

3
3

断
面

図
屋

上
に

設
け

る
建

築
設

備
も

含
め

、
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
を

記
載

6
5
2

小
屋

伏
図

受
雷

部
シ

ス
テ

ム
の

配
置

1
1

1
法

3
3
条

小
屋

伏
図

突
針

、
水

平
導

体
又

は
メ

ッ
シ

ュ
導

体
の

配
置

を
記

載
。

6
5
3

雨
水

等
に

よ
り

腐
食

の
お

そ
れ

の
あ

る
避

雷
設

備
の

部
分

1
1

1
法

3
3
条

構
造

詳
細

図
屋

外
に

設
け

ら
れ

る
部

分
と

屋
内

又
は

埋
設

さ
れ

る
部

分
の

判
別

が
で

き
る

も
の

を
記

載
。

6
5
4

日
本

産
業

規
格

Ａ
4
2
0
1
－

1
9
9
2
又

は
日

本
産

業
規

格
Ａ

4
2
0
1
－

2
0
0
3
の

別
1

1
1

法
3
3
条

構
造

詳
細

図
日

本
工

業
規

格
Ａ

4
2
0
1
－

1
9
9
2
又

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

4
2
0
1
－

2
0
0
3
の

ど
ち

ら
の

規
定

を
適

用
し

た
の

か
を

記
載

。

6
5
5

受
雷

部
シ

ス
テ

ム
及

び
引

下
げ

導
線

の
位

置
及

び
構

造
1

1
1

法
3
3
条

構
造

詳
細

図
引

下
げ

導
線

の
位

置
、

材
料

、
サ

イ
ズ

等
が

JI
S
で

規
定

す
る

構
造

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

記
載

。
6
5
6

接
地

極
の

位
置

及
び

構
造

1
1

1
法

3
3
条

構
造

詳
細

図
接

地
極

の
位

置
、

形
状

、
材

料
、

寸
法

、
埋

設
深

さ
等

を
記

載
。

6
5
7

避
雷

設
備

の
使

用
材

料
表

腐
食

し
に

く
い

材
料

を
用

い
、

又
は

有
効

な
腐

食
防

止
の

た
め

の
措

置
を

講
じ

た
避

雷
設

備
の

部
分

1
1

1
法

3
3
条

構
造

詳
細

図
腐

食
の

お
そ

れ
の

あ
る

部
分

と
し

て
記

載
し

た
部

分
の

材
料

が
、

銅
、

ア
ル

ミ
、

ス
テ

ン
レ

ス
な

ど
腐

食
し

に
く

い
材

料
か

、
鋼

材
な

ど
腐

食
し

や
す

い
材

料
を

使
用

す
る

場
合

は
溶

融
亜

鉛
め

っ
き

な
ど

の
防

食
措

置
が

行
わ

れ
て

い
る

こ
と

記
載

。

6
5
9

各
階

平
面

図
昇

降
機

の
昇

降
路

の
周

壁
及

び
開

口
部

の
位

置
1

1
1

法
3
4

各
階

平
面

図
各

階
平

面
図

に
記

載
さ

れ
て

い
る

6
6
0

昇
降

機
の

構
造

詳
細

図
昇

降
機

の
昇

降
路

の
周

壁
及

び
開

口
部

の
構

造
1

1
1

法
3
4

各
階

平
面

図
昇

降
機

の
構

造
詳

細
は

別
願

申
請

で
あ

っ
て

、
建

築
物

の
確

認
申

請
で

は
参

考
図

と
し

て
審

査
す

る
。

6
6
1

確
認

申
請

書
建

築
物

の
高

さ
等

1
法

3
4

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

6
6
2

各
階

平
面

図
非

常
用

の
昇

降
機

の
位

置
1

法
3
4

各
階

平
面

図
非

常
用

E
V

の
位

置
を

記
載

6
6
3

二
面

以
上

の
断

面
図

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

1
法

3
4

断
面

図
3
1
ｍ

ラ
イ

ン
を

確
認

し
、

非
常

用
E
V

の
要

否
（
令

1
2
9
条

の
1
3
の

2
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
）
を

記
載

（
№

9
6
2
と

同
様

）
6
6
7

確
認

申
請

書
用

途
、

階
数

な
ど

1
1

1
法

3
5

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

6
6
9

各
階

平
面

図
各

室
の

床
面

積
1

1
1

法
3
5

求
積

図
各

階
平

面
図

Ⅲ
審

査
内

容
の

項
目

リ
ス

ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載
必

要
に

応
じ

て
各

階
の

居
室

面
積

の
合

計
を

記
載

6
7
0

令
第

1
1
6
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
窓

そ
の

他
の

開
口

部
の

面
積

1
1

1
法

3
5

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
採

光
、

換
気

、
排

煙
計

算
表

に
記

載
（
採

光
：
歩

行
距

離
な

ど
採

光
有

窓
と

し
て

計
画

す
る

場
合

の
み

）

6
7
1

令
第

1
1
6
条

の
２

第
１
項

第
２

号
に

規
定

す
る

窓
そ

の
他

の
開

口
部

の
開

放
で

き
る

部
分

の
面

積
法

3
5

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
採

光
、

換
気

、
排

煙
計

算
表

に
記

載
（
排

煙
：
排

煙
設

備
に

つ
い

て
排

煙
有

窓
と

し
て

計
画

す
る

場
合

の
み

）

6
7
4

1
1

1
令

1
1
7

各
階

平
面

図
令

第
1
1
7
条

第
2
項

第
1
号

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
事

項
を

記
載

（
耐

火
構

造
の

壁
に

よ
り

棟
を

別
に

す
る

場
合

の
み

）

6
7
5

1
1

1
令

1
1
7

各
階

平
面

図
そ

の
他

令
第

1
1
7
条

第
2
項

第
2
号

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
事

項
を

記
載

（
渡

り
廊

下
に

よ
り

棟
を

別
に

す
る

場
合

の
み

）
6
7
6

開
口

部
及

び
防

火
設

備
の

位
置

1
1

1
令

1
2
3

各
階

平
面

図
防

火
区

画
の

開
口

部
の

位
置

と
そ

の
構

造
（
構

造
は

凡
例

に
よ

る
）
を

記
載

6
7
7

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
の

位
置

1
1

1
令

1
2
3

各
階

平
面

図
耐

火
構

造
等

の
詳

細
図

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
の

別
を

記
載

（
建

築
物

の
構

造
や

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
な

ど
で

記
載

が
な

く
て

も
適

合
す

る
こ

と
が

分
か

れ
ば

記
載

不
要

）

6
7
8

防
火

区
画

の
位

置
及

び
面

積
1

1
1

令
1
2
3

各
階

平
面

図
求

積
図

各
避

難
階

段
の

防
火

区
画

（
凡

例
）
を

記
載

（
令

1
1
2
条

防
火

区
画

は
法

3
6
条

の
た

め
）

6
7
9

階
段

の
配

置
及

び
構

造
1

1
1

令
1
2
3

各
階

平
面

図
・
階

段
の

種
別

（
屋

内
と

屋
外

の
別

、
直

通
階

段
か

避
難

階
段

の
別

）
を

記
載

・
階

段
の

構
造

（
例

え
ば

避
難

階
段

の
構

造
に

適
合

す
る

旨
を

凡
例

等
用

い
て

表
現

）
を

記
載

法
第

3
2
条

（
電

気
設

備
）

電
気

設
備

の
構

造
詳

細
図

法
第

3
3
条

（
避

雷
設

備
）

二
面

以
上

の
立

面
図

避
雷

設
備

の
構

造
詳

細
図

法
第

3
4

条
（
昇

降
機

）

第
１

項

第
２

項

法
第

3
5
条

（
特

殊
建

築
物

等
の

避
難

及
び

消
火

に
関

す
る

技
術

的
基

準
）
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

6
8
0

階
段

室
、

バ
ル

コ
ニ

ー
及

び
付

室
の

開
口

部
、

窓
及

び
出

入
口

の
構

造
及

び
面

積
1

1
1

令
1
2
3

各
階

平
面

図
求

積
図

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表

階
段

の
種

別
に

よ
り

、
・
階

段
室

、
バ

ル
コ

ニ
ー

及
び

付
室

の
開

口
部

の
構

造
（
凡

例
等

を
用

い
て

表
現

）
を

記
載 ・
付

室
に

設
け

る
外

気
に

向
か

っ
て

開
く

窓
の

構
造

と
面

積
を

記
載

・
開

口
部

の
大

き
さ

（
開

口
面

積
3
㎡

、
潜

り
戸

な
ど

）
を

記
載

・
バ

ル
コ

ニ
ー

又
は

付
室

の
面

積
を

記
載

6
8
1

歩
行

距
離

1
1

1
令

1
2
0

各
階

平
面

図
仕

上
表

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表

・
２

以
上

の
直

通
階

段
の

位
置

を
記

載
・
避

難
階

以
外

の
歩

行
距

離
を

記
載

記
載

（
内

装
の

記
載

→
仕

上
表

、
採

光
有

窓
→

採
光

・
換

気
・
排

煙
計

算
）

・
重

複
距

離
を

記
載

・
避

難
上

有
効

な
バ

ル
コ

ニ
ー

を
記

載
・
メ

ゾ
ネ

ッ
ト
型

共
同

住
宅

の
歩

行
距

離
を

記
載

・
避

難
階

の
居

室
及

び
階

段
か

ら
の

歩
行

距
離

を
記

載
・
避

難
階

の
令

1
2
5
条

出
口

、
屋

外
避

難
階

段
出

口
の

位
置

を
記

載

6
8
2

廊
下

の
幅

1
1

1
令

1
1
9

各
階

平
面

図
廊

下
の

幅
を

記
載

6
8
3

避
難

階
段

及
び

特
別

避
難

階
段

に
通

ず
る

出
入

口
の

幅
令

1
2
4

各
階

平
面

図
求

積
図

・
避

難
階

段
及

び
特

別
避

難
階

段
の

階
段

幅
と

そ
の

合
計

を
記

載
・
当

該
階

段
に

通
ず

る
出

入
口

の
幅

を
記

載
・
屋

上
広

場
の

位
置

、
面

積
を

記
載

6
8
4

物
品

販
売

業
を

営
む

店
舗

の
避

難
階

に
設

け
る

屋
外

へ
の

出
口

の
幅

1
令

1
2
5

各
階

平
面

図
避

難
階

に
お

け
る

居
室

及
び

階
段

か
ら

出
口

ま
で

の
歩

行
距

離
の

記
載

、
物

品
販

売
業

を
営

む
店

舗
の

避
難

階
に

設
け

る
屋

外
へ

の
出

口
の

幅
を

記
載

6
8
5

令
第

1
1
8
条

に
規

定
す

る
出

口
の

戸
令

1
1
8

各
階

平
面

図
劇

場
等

に
お

け
る

客
席

か
ら

の
戸

の
内

開
き

、
屋

外
出

口
の

戸
の

内
開

き
で

な
い

こ
と

を
記

載

6
8
6

令
第

1
2
5
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
施

錠
装

置
の

構
造

1
1

1
令

1
2
5

条
の

2
各

階
平

面
図

令
第

1
2
5
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
施

錠
装

置
の

構
造

（
例

え
ば

鍵
を

用
い

な
く

て
も

開
錠

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
な

ど
）
を

記
載

6
8
7

令
第

1
2
6
条

第
１

項
に

規
定

す
る

手
す

り
壁

、
さ

く
又

は
金

網
の

位
置

及
び

高
さ

1
1

1
令

1
2
6

各
階

平
面

図
立

面
図

断
面

図
バ

ル
コ

ニ
ー

、
開

放
廊

下
、

屋
上

、
吹

き
抜

け
と

な
っ

て
い

る
部

分
の

手
す

り
の

高
さ

の
記

載

6
8
8

二
面

以
上

の
断

面
図

直
通

階
段

の
構

造
1

1
1

令
1
2
0

断
面

図
各

階
平

面
図

直
通

階
段

の
構

造
（
直

通
性

）
を

記
載

（
平

面
図

又
は

階
段

詳
細

図
も

可
）

6
8
9

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

及
び

防
火

設
備

の
断

面
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
令

1
2
0

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
建

具
表

主
要

構
造

部
の

耐
火

構
造

等
の

断
面

構
造

（
材

料
の

種
別

、
寸

法
な

ど
）
の

記
載

。
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
を

記
載

。

6
9
0

室
内

仕
上

げ
表

令
第

1
2
3
条

第
１

項
第

２
号

及
び

第
３

項
第

４
号

に
規

定
す

る
部

分
の

仕
上

げ
及

び
下

地
の

材
料

の
種

別
及

び
厚

さ
1

1
1

令
1
2
3

仕
上

表
避

難
階

段
又

は
特

別
避

難
階

段
の

内
装

（
下

地
、

仕
上

）
を

記
載

6
9
1

令
1
1
7
条

第
2
項

第
二

号
及

び
令

第
1
2
3
条

第
3
項

第
二

号
の

規
定

に
適

合
す

る
こ

と
の

確
認

に
必

要
な

図
書

令
第

1
2
3
条

第
３

項
第

二
号

に
規

定
す

る
構

造
方

法
へ

の
適

合
性

審
査

に
必

要
な

事
項

1
令

1
2
3

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
外

気
に

向
か

っ
て

開
く

こ
と

の
で

き
る

窓
、

又
は

排
煙

設
備

を
記

載
。

(令
1
1
7
条

2
項

2
号

は
№

6
7
5
に

記
載

）

6
9
2

確
認

申
請

書
用

途
、

階
数

、
延

べ
面

積
な

ど
1

1
1

令
1
2
6

条
の

2
確

認
申

請
書

適
用

さ
れ

る
建

築
物

か
ど

う
か

の
確

認

6
9
6

排
煙

の
方

法
及

び
火

災
が

発
生

し
た

場
合

に
避

難
上

支
障

の
あ

る
高

さ
ま

で
煙

又
は

ガ
ス

の
降

下
が

生
じ

な
い

建
築

物
の

部
分

1
1

1
令

1
2
6

条
の

2
各

階
平

面
図

求
積

図
仕

上
表

H
1
2
年

建
告

1
4
3
6
号

の
適

合
性

に
必

要
な

事
項

（
凡

例
、

天
井

高
さ

（
H

≧
3
ｍ

）
、

防
煙

壁
の

位
置

・
構

造
・
高

さ
、

室
・
居

室
の

別
、

各
室

面
積

、
内

装
な

ど
）
を

凡
例

等
を

用
い

て
記

載

6
9
7

令
第

1
1
6
条

の
２

第
１
項

第
２

号
に

該
当

す
る

窓
そ

の
他

の
開

口
部

の
位

置
令

1
1
6

条
の

2
各

階
平

面
図

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
に

記
載

（
排

煙
無

窓
）

6
9
8

防
火

区
画

及
び

令
第

1
2
6
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
防

煙
壁

に
よ

る
区

画
の

位
置

1
1

1
令

1
2
6

条
の

3
各

階
平

面
図

求
積

図
防

火
区

画
及

び
防

煙
壁

の
区

画
の

位
置

、
及

び
防

煙
区

画
の

面
積

を
記

載

6
9
9

排
煙

口
の

位
置

1
1

1
令

1
2
6

条
の

3
各

階
平

面
図

建
具

表
排

煙
窓

の
位

置
、

排
煙

口
ま

で
の

距
離

（
3
0
ｍ

以
下

）
を

記
載

7
0
0

排
煙

風
道

の
配

置
1

1
令

1
2
6

条
の

3
各

階
平

面
図

排
煙

ダ
ク

ト
の

経
路

を
記

載
。

7
0
1

排
煙

口
に

設
け

る
手

動
開

放
装

置
の

使
用

方
法

を
表

示
す

る
位

置
1

1
1

令
1
2
6

条
の

3
各

階
平

面
図

手
動

開
放

装
置

の
位

置
を

記
載

（
高

さ
は

特
記

で
措

置
す

る
も

の
と

す
る

）

7
0
2

排
煙

口
の

開
口

面
積

又
は

排
煙

機
の

位
置

1
1

1
令

1
2
6

条
の

3
採

光
、

換
気

、
排

煙
計

算
表

建
具

表
各

階
平

面
図

排
煙

計
算

を
記

載
（
排

煙
窓

の
大

き
さ

は
建

具
表

又
は

計
算

に
記

載
。

ま
た

外
倒

し
窓

な
ど

の
場

合
は

、
開

放
角

度
も

併
せ

て
記

載
）

機
械

排
煙

の
場

合
、

排
煙

機
の

位
置

を
記

載
。

令
第

５
章

第
２

節
廊

下
、

避
難

階
段

及
び

出
入

口

各
階

平
面

図

各
階

平
面

図

■2.[一般建築]検討内容
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

7
0
3

法
第

3
4
条

第
２

項
に

規
定

す
る

建
築

物
又

は
各

構
え

の
床

面
積

が
1
0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
を

超
え

る
地

下
街

に
設

け
る

排
煙

設
備

の
制

御
及

び
作

動
状

態
の

監
視

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
中

央
管

理
室

の
位

置

1
令

1
2
6

条
の

3
各

階
平

面
図

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
を

設
置

す
る

場
合

及
び

各
構

え
の

床
面

積
が

1
,0

0
0
㎡

を
超

え
る

地
下

街
の

場
合

、
中

央
管

理
室

に
て

排
煙

設
備

の
制

御
及

び
作

動
状

態
の

監
視

を
行

う
こ

と
を

記
載

。
又

、
中

央
管

理
室

の
位

置
を

記
載

。

7
0
4

予
備

電
源

の
位

置
1

1
令

1
2
6

条
の

3
各

階
平

面
図

予
備

電
源

を
必

要
と

す
る

排
煙

設
備

を
設

置
す

る
場

合
、

発
電

機
設

備
（
電

気
設

備
図

）
又

は
内

燃
機

関
（
排

煙
機

付
属

）
の

位
置

を
記

載
。

7
0
8

床
面

積
求

積
図

防
火

区
画

及
び

令
第

1
2
6
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
防

煙
壁

に
よ

る
区

画
の

面
積

の
求

積
に

必
要

な
建

築
物

の
各

部
分

の
寸

法
及

び
算

式

1
1

1
令

1
2
6

条
の

3
求

積
図

各
階

平
面

図
各

室
、

各
居

室
の

求
積

（
排

煙
区

画
（
防

火
区

画
は

№
6
6
7
に

記
載

）
）
を

記
載

7
0
9

建
築

物
の

高
さ

等
1

1
1

令
1
2
6

条
の

3
断

面
図

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
各

階
平

面
図

地
盤

面
と

建
築

物
高

さ
を

記
載

（
H

1
2
年

建
告

1
4
3
6
号

が
適

用
で

き
る

か
ど

う
か

の
判

断
）

7
1
1

排
煙

口
及

び
当

該
排

煙
口

に
係

る
防

煙
区

画
部

分
に

設
け

ら
れ

た
防

煙
壁

の
位

置
1

1
1

令
1
2
6

条
の

3
建

具
表

各
階

平
面

図
採

光
、

換
気

、
排

煙
計

算
表

防
煙

壁
（
下

が
り

壁
）
と

排
煙

開
口

部
高

さ
の

比
較

を
し

、
有

効
高

さ
と

な
っ

て
い

る
か

ど
う

か
を

記
載

7
1
6

使
用

建
築

材
料

表
建

築
物

の
壁

及
び

天
井

の
室

内
に

面
す

る
部

分
の

仕
上

げ
に

用
い

る
建

築
材

料
の

種
別

1
1

1
令

1
2
6

条
の

3
仕

上
表

防
煙

壁
の

仕
上

げ
（
排

煙
告

示
に

よ
り

下
地

ま
で

要
求

さ
れ

る
場

合
は

、
下

地
も

含
む

）
を

記
載

7
1
7

排
煙

口
の

構
造

1
1

1
令

1
2
6

条
の

3
建

具
表

各
階

平
面

図
排

煙
口

（
煙

で
接

す
る

部
分

）
は

不
燃

材
料

で
造

る
こ

と
を

記
載

。
令

1
2
6
条

の
3
第

1
項

第
二

号
、

第
三

号
、

第
六

号
、

又
は

H
1
2
告

1
4
3
6
号

第
一

号
ハ

（
告

示
第

一
号

適
用

の
場

合
）
に

適
合

す
る

こ
と

の
記

載
。

7
1
8

排
煙

口
に

設
け

る
手

動
開

放
装

置
の

使
用

方
法

1
1

1
令

1
2
6

条
の

3
各

階
平

面
図

平
面

で
確

認
令

1
2
6
条

の
3
第

1
項

第
四

号
、

第
五

号
、

又
は

H
1
2
告

1
4
3
6
号

第
一

号
ニ

（
告

示
第

一
号

適
用

の
場

合
）
に

適
合

す
る

こ
と

の
記

載

7
1
9

排
煙

風
道

の
構

造
1

1
令

1
2
6

条
の

3
構

造
詳

細
図

令
1
2
6
条

の
3
第

1
項

第
二

号
、

第
七

号
、

第
九

号
、

又
は

H
1
2
建

告
1
4
3
6
号

第
二

号
ホ

（
告

示
第

二
号

適
用

の
場

合
）
に

適
合

す
る

こ
と

を
記

載
。

7
2
0

排
煙

設
備

の
電

気
配

線
に

用
い

る
配

線
の

種
別

1
1

令
1
2
6

条
の

3
構

造
詳

細
図

電
源

及
び

制
御

配
線

（
耐

火
ケ

ー
ブ

ル
、

耐
熱

ケ
ー

ブ
ル

な
ど

）
が

S
4
5
告

1
8
2
9
号

に
適

合
す

る
こ

と
を

記
載

。

7
2
2

排
煙

機
の

空
気

を
排

出
す

る
能

力
を

算
定

し
た

際
の

計
算

書
排

煙
機

の
空

気
を

排
出

す
る

能
力

及
び

そ
の

算
定

方
法

1
1

令
1
2
6

条
の

3
計

算
書

排
煙

機
の

排
煙

風
量

の
算

定
を

計
算

書
に

記
載

。

7
2
4

確
認

申
請

書
用

途
、

階
数

、
延

べ
面

積
な

ど
1

1
1

令
1
2
6

条
の

4
確

認
申

請
書

適
用

さ
れ

る
建

築
物

か
ど

う
か

の
確

認

7
2
6

照
明

器
具

の
位

置
及

び
構

造
1

1
1

令
1
2
6

条
の

5
各

階
平

面
図

平
面

図
に

、
非

常
用

の
照

明
装

置
の

位
置

を
記

載
。

又
、

照
明

器
具

姿
図

な
ど

に
、

S
4
5
告

1
8
3
0
号

に
定

め
る

構
造

で
あ

る
こ

と
又

は
（
一

社
）

日
本

照
明

工
業

会
（
JL

M
A

)評
定

品
で

あ
る

評
定

番
号

を
記

載
。

予
備

電
源

に
つ

い
て

は
、

内
蔵

型
又

は
別

置
型

の
別

を
記

載
。

（
別

置
型

の
場

合
、

法
3
2
条

の
予

備
電

源
の

容
量

に
反

映
）

7
2
7

非
常

用
の

照
明

装
置

に
よ

っ
て

、
床

面
に

お
い

て
１

ル
ク

ス
以

上
の

照
度

を
確

保
す

る
こ

と
が

で
き

る
範

囲
1

1
1

令
1
2
6

条
の

5
各

階
平

面
図

平
面

図
に

、
非

常
用

の
照

明
装

置
の

所
定

の
照

度
範

囲
を

記
載

。

7
2
8

1
1

1
令

1
2
6

条
の

5
各

階
平

面
図

「
告

示
1
4
1
1
号

適
用

の
場

合
、

屋
外

へ
の

出
口

ま
で

の
歩

行
距

離
又

は
室

面
積

を
記

載

7
3
3

赤
色

灯
及

び
非

常
用

進
入

口
で

あ
る

旨
の

表
示

の
構

造
1

1
令

1
2
6

条
の

6
各

階
平

面
図

代
替

進
入

口
、

非
常

用
進

入
口

の
位

置
と

間
隔

の
記

載
非

常
用

進
入

口
の

バ
ル

コ
ニ

ー
の

位
置

、
大

き
さ

を
記

載
代

替
進

入
口

、
非

常
用

進
入

口
の

大
き

さ
を

確
認

（
凡

例
記

載
）

7
3
4

非
常

用
進

入
口

又
は

令
第

1
2
6
条

の
６

第
２

号
に

規
定

す
る

窓
そ

の
他

の
開

口
部

の
構

造
1

1
令

1
2
6

条
の

6
立

面
図

代
替

進
入

口
の

位
置

を
記

載
非

常
用

進
入

口
の

位
置

を
記

載
し

、
三

角
マ

ー
ク

や
赤

色
灯

を
記

載

7
3
5

赤
色

灯
及

び
非

常
用

進
入

口
で

あ
る

旨
の

表
示

の
構

造
1

1
令

1
2
6

条
の

6
立

面
図

赤
色

灯
の

位
置

の
及

び
S
4
5
告

1
8
3
1
号

第
1
に

定
め

る
構

造
で

あ
る

こ
と

の
記

載
。

7
3
7

確
認

申
請

書
延

べ
面

積
な

ど
1

1
1

令
1
2
7

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

7
3
9

配
置

図
敷

地
内

に
お

け
る

通
路

の
幅

員
1

1
1

令
1
2
8

配
置

図

各
出

口
か

ら
位

置
を

確
認

の
上

、
敷

地
内

通
路

、
大

規
模

建
築

物
の

周
囲

の
通

路
を

記
載

敷
地

内
に

複
数

棟
あ

る
場

合
は

、
各

棟
の

延
べ

面
積

及
び

耐
火

建
築

物
等

の
種

別
を

一
覧

表
に

し
て

記
載

（
３

ｍ
通

路
等

の
要

否
が

分
か

る
も

の
）

令
第

５
章

第
３

節
排

煙
設

備

二
面

以
上

の
断

面
図

排
煙

設
備

の
構

造
詳

細
図

令
第

５
章

第
６

節
 敷

地
内

の
避

難
上

及
び

消
火

上
必

要
な

通
路

等

令
第

５
章

第
４

節
非

常
用

の
照

明
装

置
各

階
平

面
図

令
第

５
章

第
５

節
非

常
用

の
進

入
口

各
階

平
面

図

二
面

以
上

の
立

面
図
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

7
5
9

確
認

申
請

書
用

途
、

延
べ

面
積

、
階

数
な

ど
1

1
1

令
1
2
8

条
の

5
確

認
申

請
書

適
用

さ
れ

る
建

築
物

か
ど

う
か

の
確

認

7
6
2

令
第

1
2
8
条

の
３

の
２
第

１
項

に
規

定
す

る
窓

の
そ

の
他

の
開

口
部

の
開

放
で

き
る

部
1

1
1

令
1
2
8

条
の

3
採

光
、

換
気

、
排

煙
計

算
表

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
に

記
載

（
排

煙
無

窓
）

た
だ

し
、

準
不

燃
材

料
の

仕
上

げ
で

行
う

場
合

は
記

載
不

要

7
6
3

令
第

1
2
8
条

の
5
第

７
項

に
規

定
す

る
ス

プ
リ

ン
ク

ラ
ー

設
備

等
及

び
排

煙
設

備
の

設
置

状
況

1
1

1
令

1
2
8

条
の

5
各

階
平

面
図

採
光

、
換

気
、

排
煙

計
算

表
自

動
式

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
等

の
位

置
、

排
煙

設
備

の
設

置
が

あ
る

こ
と

を
記

載
（
内

装
制

限
の

適
用

除
外

を
受

け
る

場
合

）

7
6
5

室
内

仕
上

げ
表

令
第

1
2
8
条

の
5
に

規
定

す
る

部
分

の
仕

上
げ

の
材

料
の

種
別

及
び

厚
さ

1
1

1
令

1
2
8

条
の

5
仕

上
表

不
燃

、
準

不
燃

、
難

燃
の

材
料

の
別

と
認

定
番

号
を

記
載

7
6
7

各
階

平
面

図
令

第
1
1
1
条

第
１

項
に

規
定

す
る

窓
そ

の
他

の
開

口
部

の
面

積
1

1
1

法
3
5
条

の
2

各
階

平
面

図
採

光
、

換
気

、
排

煙
計

算
表

採
光

有
窓

（
採

光
計

算
は

法
2
8
条

を
準

用
）
、

避
難

開
口

部
の

位
置

、
大

き
さ

を
記

載

7
6
8

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

の
断

面
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
法

3
5
条

の
2

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
仕

上
表

そ
の

居
室

を
区

画
す

る
主

要
構

造
部

を
記

載
（
耐

火
、

不
燃

）

7
6
9

1
1

1
令

2
1

仕
上

表
断

面
図

確
認

申
請

書
居

室
の

天
井

高
さ

2
.1

m
以

上
を

記
載

（
平

面
図

に
記

載
し

て
も

可
）

7
7
4

階
段

、
踊

り
場

、
手

す
り

等
又

は
階

段
に

代
わ

る
傾

斜
路

の
位

置
及

び
構

造
1

1
1

令
2
3

各
階

平
面

図
階

段
（
踏

面
、

け
上

げ
、

幅
、

踏
幅

）
、

踊
り

場
、

手
す

り
等

又
は

階
段

に
代

わ
る

傾
斜

路
の

位
置

及
び

構
造

を
特

記
で

記
載

（
階

段
詳

細
図

を
用

い
て

も
可

）

7
7
6

二
面

以
上

の
断

面
図

階
段

、
踊

り
場

、
手

す
り

等
又

は
階

段
に

代
わ

る
傾

斜
路

の
構

造
1

1
1

令
2
3

断
面

図
各

階
平

面
図

階
段

（
踏

面
、

け
上

げ
、

幅
、

踏
幅

）
、

踊
り

場
、

手
す

り
等

又
は

階
段

に
代

わ
る

傾
斜

路
の

位
置

及
び

構
造

を
記

載
（
平

面
図

で
も

可
）

7
8
1

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
の

位
置

1
1

1
令

1
1
2

各
階

平
面

図
耐

力
壁

及
び

非
耐

力
壁

の
別

を
記

載
（
記

載
が

な
く

て
も

適
合

す
る

こ
と

が
分

か
れ

ば
記

載
不

要
）

7
8
2

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
等

消
火

設
備

の
配

置
1

1
1

令
1
1
2

求
積

図
各

階
平

面
図

自
動

式
ス

プ
リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
等

を
設

け
た

範
囲

を
求

積
図

に
記

載
7
8
3

防
火

設
備

の
位

置
及

び
種

別
1

1
1

令
1
1
2

各
階

平
面

図
建

具
表

凡
例

を
記

載

7
8
4

防
火

区
画

の
位

置
及

び
面

積
1

1
1

令
1
1
2

各
階

平
面

図
求

積
図

仕
上

表

面
積

、
高

層
、

竪
穴

、
異

種
用

途
区

画
に

対
応

す
る

凡
例

を
記

載
防

火
区

画
が

規
定

の
面

積
以

内
で

あ
る

こ
と

を
求

積
図

な
ど

に
記

載
防

火
区

画
の

た
だ

し
書

を
適

用
す

る
場

合
は

そ
の

措
置

を
記

載
ス

パ
ン

ド
レ

ル
を

記
載

7
8
5

強
化

天
井

の
位

置
令

1
1
2

各
階

平
面

図
強

化
天

井
の

位
置

、
構

造
の

記
載

（
令

1
1
2
条

3
項

1
号

、
2
号

を
適

用
す

る
場

合
）

7
8
6

令
第

1
1
2
条

第
3
項

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
事

項
令

1
1
2

各
階

平
面

図
建

具
表

防
火

上
主

要
な

間
仕

切
壁

の
適

用
除

外
（
自

動
ス

プ
リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
等

設
置

部
分

）
に

関
す

る
構

造
方

法
へ

の
適

合
性

審
査

に
必

要
な

事
項

を
記

載
防

火
上

支
障

が
な

い
も

の
と

し
て

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

部
分

に
該

当
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

7
8
7

令
第

1
1
2
条

第
1
7
項

に
規

定
す

る
区

画
に

用
い

る
壁

の
構

造
1

令
1
1
2

各
階

平
面

図
異

種
用

途
区

画
の

位
置

を
記

載
（
凡

例
を

記
載

）

7
8
8

令
第

1
1
2
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
外

壁
の

位
置

及
び

構
造

1
1

1
令

1
1
2

断
面

図
立

面
図

層
間

区
画

、
ス

パ
ン

ド
レ

ル
を

記
載

（
立

面
図

で
も

可
）

7
8
9

令
第

1
1
2
条

第
1
7
項

に
規

定
す

る
区

画
に

用
い

る
床

の
構

造
1

1
1

令
1
1
2

断
面

図
異

種
用

途
区

画
の

位
置

を
記

載
（
凡

例
を

記
載

）

7
9
0

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

及
び

防
火

設
備

の
断

面
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
令

1
1
2

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
建

具
表

防
火

区
画

に
用

い
ら

れ
る

主
要

構
造

部
の

耐
火

構
造

等
の

断
面

構
造

（
材

料
の

種
別

、
寸

法
な

ど
）
の

記
載

。
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
を

記
載

。

7
9
3

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

、
天

井
及

び
防

火
設

備
の

断
面

の
構

造
、

材
料

の
種

別
及

び
寸

法
1

1
1

令
1
1
2

各
階

平
面

図
建

具
表

凡
例

（
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
）
を

記
載

7
9
6

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
防

火
設

備
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
令

1
1
2

各
階

平
面

図
建

具
表

凡
例

（
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
）
を

記
載

7
9
8

風
道

の
配

置
1

1
1

令
1
1
2

各
階

平
面

図
ダ

ク
ト
平

面
図

に
ダ

ク
ト
経

路
を

記
載

。

7
9
9

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

に
規

定
す

る
準

耐
火

構
造

の
防

火
区

画
を

貫
通

す
る

風
道

に
設

け
る

防
火

設
備

の
位

置
及

び
種

別
1

1
1

令
1
1
2

各
階

平
面

図
ダ

ク
ト
平

面
図

に
防

火
区

画
貫

通
位

置
と

防
火

ダ
ン

パ
ー

等
種

別
（
F
D

、
S
F
D

、
S
D

な
ど

）
を

記
載

。

8
0
0

給
水

管
、

配
電

管
そ

の
他

の
管

と
令

第
1
1
2

条
第

1
9
項

に
規

定
す

る
準

耐
火

構
造

の
防

火
区

画
と

の
す

き
間

を
埋

め
る

材
料

の
種

別

1
1

1
令

1
1
2

各
階

平
面

図
配

管
及

び
風

道
の

防
火

区
画

貫
通

部
の

す
き

間
を

埋
め

る
材

料
（
不

燃
材

料
）
を

記
載

。

法
第

3
5
条

の
２

（
特

殊
建

築
物

等
の

内
装

）

各
階

平
面

図

令
第

1
1
2
条

（
防

火
区

画
）
第

１
項

か
ら

第
1
７

項
ま

で

各
階

平
面

図

二
面

以
上

の
断

面
図

令
第

1
1
2
条

第
1
8
項

第
１

号

令
第

1
1
2
条

第
1
8
項

第
２

号

法
第

3
5
条

の
３

（
無

窓
の

居
室

等
の

主
要

構
造

部
）

令
第

２
章

第
２

節
居

室
の

天
井

の
高

さ
、

床
の

高
さ

及
び

防
湿

方
法

令
第

２
章

第
３

節
階

段

各
階

平
面

図

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

及
び

第
2
0
項

各
階

平
面

図
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

8
0
1

令
第

1
1
2
条

第
1
9
項

に
規

定
す

る
準

耐
火

構
造

の
防

火
区

画
を

貫
通

す
る

風
道

に
設

け
る

防
火

設
備

の
位

置
及

び
種

別
1

1
1

令
1
1
2

断
面

図
各

階
平

面
図

区
画

に
接

す
る

ス
パ

ン
ド

レ
ル

貫
通

な
ど

、
断

面
情

報
が

必
要

な
場

合
に

記
載

。

8
0
2

給
水

管
、

配
電

管
そ

の
他

の
管

と
令

第
1
1
2

条
第

2
0
項

に
規

定
す

る
準

耐
火

構
造

の
防

火
区

画
と

の
す

き
間

を
埋

め
る

材
料

の
種

別

1
1

1
令

1
1
2

断
面

図
各

階
平

面
図

区
画

に
接

す
る

ス
パ

ン
ド

レ
ル

貫
通

な
ど

、
断

面
情

報
が

必
要

な
場

合
に

記
載

。

8
0
3

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
防

火
設

備
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
令

1
1
2

構
造

詳
細

図
防

火
ダ

ン
パ

ー
（
F
D

、
S
F
D

、
S
D

な
ど

）
が

S
4
8
告

2
5
6
5
号

に
定

め
る

構
造

で
、

H
1
2
告

1
3
7
6
号

に
よ

り
設

け
ら

れ
て

い
る

こ
と

の
記

載
。

8
0
5

確
認

申
請

書
用

途
、

建
築

面
積

な
ど

令
1
1
4

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

8
0
8

界
壁

又
は

防
火

上
主

要
な

間
仕

切
壁

の
位

置
1

1
令

1
1
4

各
階

平
面

図
界

壁
又

は
防

火
上

主
要

な
間

仕
切

壁
の

位
置

は
凡

例
を

用
い

て
記

載

8
0
9

強
化

天
井

の
位

置
令

1
1
4

各
階

平
面

図
強

化
天

井
の

位
置

、
構

造
の

記
載

（
令

1
1
2
条

3
項

1
号

、
2
号

）

8
1
0

令
第

1
1
4
条

第
1
項

又
は

第
2
項

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
事

項
令

1
1
4

各
階

平
面

図

・
防

火
上

主
要

な
間

仕
切

壁
の

適
用

除
外

（
自

動
ス

プ
リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
等

設
置

部
分

）
に

関
す

る
構

造
方

法
へ

の
適

合
性

審
査

に
必

要
な

事
項

を
記

載
・
防

火
上

支
障

が
な

い
も

の
と

し
て

国
土

交
通

大
臣

が
定

め
る

部
分

に
該

当
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

（
１

項
に

お
い

て
未

制
定

）

8
1
1

界
壁

、
防

火
上

主
要

な
間

仕
切

壁
又

は
隔

壁
を

貫
通

す
る

風
道

に
設

け
る

防
火

設
備

の
位

置
1

1
令

1
1
4

各
階

平
面

図
ダ

ク
ト
平

面
図

で
ダ

ク
ト
経

路
、

1
1
4
条

区
画

貫
通

位
置

及
び

ダ
ン

パ
ー

種
別

を
記

載
。

8
1
2

給
水

管
、

配
電

管
そ

の
他

の
管

と
界

壁
、

防
火

上
主

要
な

間
仕

切
壁

又
は

隔
壁

と
の

隙
間

を
埋

め
る

材
料

の
種

別
1

1
令

1
1
4

各
階

平
面

図
配

管
及

び
風

道
の

防
火

区
画

貫
通

部
の

す
き

間
を

埋
め

る
材

料
（
不

燃
材

料
）
を

記
載

。

8
1
3

建
築

面
積

求
積

図
建

築
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

令
1
1
4

各
階

平
面

図
求

積
図

建
築

面
積

3
0
0
㎡

を
超

え
る

木
造

隔
壁

の
位

置
を

記
載

8
1
6

界
壁

、
防

火
上

主
要

な
間

仕
切

壁
又

は
隔

壁
の

位
置

1
1

令
1
1
4

断
面

図
1
1
4
条

区
画

の
位

置
、

小
屋

裏
ま

で
達

す
る

旨
を

記
載

（
特

記
で

も
可

）

8
1
9

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
界

壁
、

防
火

上
主

要
な

間
仕

切
壁

又
は

隔
壁

の
断

面
及

び
防

火
設

備
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

令
1
1
4

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図

令
1
1
4
条

区
画

に
用

い
ら

れ
る

主
要

構
造

部
の

耐
火

構
造

等
の

断
面

構
造

（
材

料
の

種
別

、
寸

法
な

ど
）
の

記
載

。
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
を

記
載

。

8
2
5

構
造

詳
細

図
昇

降
機

以
外

の
建

築
設

備
の

構
造

方
法

1
1

1
構

造
詳

細
図

H
1
2
建

告
1
3
8
8
号

に
定

め
る

構
造

の
記

載
。

8
2
7

各
階

平
面

図
便

所
に

設
け

る
採

光
及

び
換

気
の

た
め

直
接

外
気

に
接

す
る

窓
の

位
置

又
は

当
該

窓
に

代
わ

る
設

備
の

位
置

及
び

構
造

1
1

1
令

2
8
条

各
階

平
面

図
通

常
、

照
明

設
備

、
換

気
設

備
で

対
応

し
て

い
る

（
戸

建
て

で
あ

れ
ば

窓
も

あ
る

か
も

し
れ

な
い

）
窓

に
代

わ
る

設
備

を
設

け
る

場
合

、
水

洗
便

所
、

換
気

設
備

、
照

明
設

備
を

記
載

。

8
4
6

建
築

物
の

外
部

の
給

水
タ

ン
ク

等
の

位
置

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

配
置

図
屋

外
に

給
水

タ
ン

ク
（
高

架
水

槽
）
、

貯
水

タ
ン

ク
（
受

水
槽

）
を

設
け

る
場

合
、

水
槽

の
位

置
を

記
載

。

8
4
7

配
管

設
備

の
種

別
及

び
配

置
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

配
置

図
仕

様
書

配
管

種
別

（
給

水
、

排
水

・
通

気
、

ガ
ス

、
冷

暖
房

、
空

気
調

和
設

備
、

電
力

配
管

・
配

線
、

生
産

用
配

管
な

ど
）
及

び
各

配
管

経
路

を
記

載
。

ま
た

、
排

水
設

備
の

末
端

は
、

公
共

下
水

道
、

都
市

下
水

路
そ

の
他

の
排

水
施

設
に

連
結

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

記
載

。

8
4
9

配
管

設
備

の
種

別
及

び
配

置
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

各
階

平
面

図
各

階
平

面
図

に
配

管
種

別
（
給

水
、

排
水

・
通

気
、

ガ
ス

、
冷

暖
房

、
空

気
調

和
設

備
、

電
力

配
管

・
配

線
、

生
産

用
配

管
な

ど
）
及

び
各

配
管

経
路

を
記

載
。

8
5
0

給
水

管
、

配
電

管
そ

の
他

の
管

が
防

火
区

画
等

を
貫

通
す

る
部

分
の

位
置

及
び

構
造

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

各
階

平
面

図
配

管
平

面
図

に
防

火
区

画
位

置
及

び
配

管
材

料
が

不
燃

材
料

で
な

い
場

合
は

H
1
2

建
告

1
4
2
2
号

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

又
は

大
臣

認
定

工
法

の
場

合
、

大
臣

認
定

番
号

を
記

載
。

8
5
1

給
水

タ
ン

ク
等

の
位

置
及

び
構

造
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

各
階

平
面

図
各

階
平

面
図

に
受

水
槽

、
高

架
水

槽
等

の
位

置
と

S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
1
第

二
号

イ
の

規
定

に
適

合
す

る
こ

と
を

記
載

。

8
5
2

建
築

物
の

内
部

、
屋

上
又

は
最

下
階

の
床

下
に

設
け

る
給

水
タ

ン
ク

等
の

周
辺

の
状

況
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

各
階

平
面

図
各

階
平

面
図

に
受

水
槽

、
高

架
水

槽
等

の
位

置
と

S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
1
第

二
号

イ
の

規
定

に
適

合
す

る
こ

と
を

記
載

。

令
第

1
2
9
条

の
２

の
３

第
２

号
　

建
築

設
備

の
構

造
強

度

二
面

以
上

の
断

面
図

令
第

1
1
4
条

（
建

築
物

の
界

壁
、

間
仕

切
壁

及
び

隔
壁

）

各
階

平
面

図

二
面

以
上

の
断

面
図

配
置

図

各
階

平
面

図

令
第

2
8
条

（
便

所
の

採
光

及
び

換
気

）
か

ら
令

第
3
1
条

（
改

良
便

槽
）
ま

で
、

令
第

3
3
条

（
漏

水
検

査
）

及
び

令
第

3
4
条

（
便

所
と

井
戸

と
の

距
離

）
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

8
5
3

ガ
ス

栓
及

び
ガ

ス
漏

れ
警

報
設

備
の

位
置

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

各
階

平
面

図
3
階

以
上

の
階

を
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
の

場
合

、
各

階
平

面
図

に
ガ

ス
栓

又
は

ガ
ス

漏
れ

警
報

設
備

の
位

置
を

記
載

。

8
5
6

給
水

タ
ン

ク
等

の
位

置
及

び
構

造
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

断
面

図
受

水
槽

、
高

架
水

槽
等

の
位

置
と

S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
1
第

二
号

イ
の

規
定

に
適

合
す

る
こ

と
を

記
載

。

8
5
7

建
築

物
の

内
部

、
屋

上
又

は
最

下
階

の
床

下
に

設
け

る
給

水
タ

ン
ク

等
の

周
辺

の
状

況
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

断
面

図
受

水
槽

、
高

架
水

槽
等

の
位

置
と

S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
1
第

二
号

イ
の

規
定

に
適

合
す

る
こ

と
を

記
載

。

8
5
8

ガ
ス

漏
れ

警
報

設
備

を
設

け
た

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

設
備

及
び

ガ
ス

栓
の

位
置

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

各
階

平
面

図
仕

様
書

平
面

図
、

仕
様

書
に

記
載

8
5
9

腐
食

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

部
分

及
び

当
該

部
分

の
材

料
に

応
じ

腐
食

防
止

の
た

め
に

講
じ

た
措

置
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

仕
様

書
土

中
埋

設
配

管
、

屋
外

露
出

配
管

、
多

湿
箇

所
等

の
配

管
材

料
又

は
防

腐
措

置
を

記
載

。
鉛

管
を

使
用

す
る

場
合

は
コ

ン
ク

リ
ー

ト
埋

設
部

に
は

使
用

し
な

い
旨

を
記

載
。

8
6
0

圧
力

タ
ン

ク
及

び
給

湯
設

備
の

安
全

装
置

の
構

造
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

仕
様

書
大

気
圧

よ
り

高
い

圧
力

で
使

用
さ

れ
る

密
閉

式
膨

張
タ

ン
ク

、
ボ

イ
ラ

ー
、

電
気

温
水

器
等

を
使

用
す

る
場

合
、

逃
し

弁
、

安
全

弁
な

ど
の

安
全

装
置

が
設

置
さ

れ
る

こ
と

を
記

載
。

8
6
1

水
槽

、
流

し
そ

の
他

水
を

入
れ

、
又

は
受

け
る

設
備

に
給

水
す

る
飲

料
水

の
配

管
設

備
の

水
栓

の
開

口
部

の
構

造
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

仕
様

書
吐

水
口

空
間

の
確

保
、

バ
キ

ュ
ー

ム
ブ

レ
ー

カ
ー

等
の

逆
流

防
止

措
置

を
記

載
。

8
6
4

給
水

管
に

講
じ

た
ウ

ォ
ー

タ
ー

ハ
ン

マ
ー

防
止

の
た

め
の

措
置

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

仕
様

書
流

速
を

制
限

し
た

配
管

選
定

、
ウ

ォ
ー

タ
ー

ハ
ン

マ
ー

防
止

器
の

設
置

、
水

撃
防

止
形

逆
止

弁
の

採
用

、
配

管
経

路
設

計
等

を
記

載
。

8
6
5

ガ
ス

栓
の

金
属

管
等

へ
の

接
合

方
法

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

仕
様

書
3
階

以
上

の
階

を
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
の

場
合

、
強

化
ガ

ス
ホ

ー
ス

（
金

属
線

入
り

）
と

ね
じ

接
合

を
記

載
。

8
6
6

ガ
ス

が
流

出
し

た
場

合
に

自
動

的
に

ガ
ス

の
流

出
を

停
止

す
る

こ
と

が
で

き
る

機
構

の
種

別
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

仕
様

書
3
階

以
上

の
階

を
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
の

場
合

、
ヒ

ュ
ー

ズ
コ

ッ
ク

を
記

載
。

8
6
7

排
水

ト
ラ

ッ
プ

の
深

さ
及

び
汚

水
に

含
ま

れ
る

汚
物

等
が

付
着

又
は

沈
殿

し
な

い
措

置
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

仕
様

書
排

水
ト
ラ

ッ
プ

や
排

水
の

た
め

の
配

管
設

備
が

S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
2
第

一
号

（
排

水
管

）
、

第
三

号
（
排

水
ト
ラ

ッ
プ

）
、

第
五

号
（
通

気
管

）
、

第
六

号
（
排

水
再

利
用

配
管

設
備

）
の

規
定

に
適

合
す

る
こ

と
を

記
載

。

8
6
9

給
水

タ
ン

ク
等

の
構

造
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

構
造

詳
細

図
受

水
槽

、
高

架
水

槽
の

構
造

が
、

S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
1
第

二
号

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

記
載

。

8
7
0

排
水

槽
の

構
造

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

構
造

詳
細

図
排

水
槽

の
構

造
が

、
S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
2
第

二
号

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

記
載

。

8
7
1

阻
集

器
の

位
置

及
び

構
造

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

構
造

詳
細

図
阻

集
器

の
構

造
が

、
S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
2
第

四
号

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

記
載

。

8
7
2

ガ
ス

漏
れ

警
報

設
備

の
構

造
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

構
造

詳
細

図
3
階

以
上

の
階

を
共

同
住

宅
の

用
途

に
供

す
る

建
築

物
の

場
合

、
ガ

ス
漏

れ
警

報
設

備
が

S
5
6
建

告
1
0
9
9
号

第
2
に

適
合

す
る

構
造

で
あ

る
こ

と
を

記
載

。

8
7
8

配
管

設
備

の
種

類
、

配
置

及
び

構
造

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

系
統

図
飲

料
水

の
配

管
設

備
、

排
水

の
た

め
の

配
管

設
備

、
ガ

ス
の

配
管

設
備

な
ど

の
別

を
記

載
。

8
7
9

配
管

設
備

の
末

端
の

連
結

先
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

系
統

図
排

水
放

流
先

（
公

共
下

水
道

、
都

市
下

水
路

、
用

水
路

、
道

路
側

溝
、

地
下

浸
透

ま
す

等
）
を

記
載

。

8
8
0

給
水

管
、

配
電

管
そ

の
他

の
管

が
防

火
区

画
等

を
貫

通
す

る
部

分
の

位
置

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

系
統

図
各

階
平

面
図

で
表

現
で

き
な

い
防

火
区

画
貫

通
等

の
位

置
を

記
載

。

8
8
1

給
水

管
の

止
水

弁
の

位
置

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

系
統

図
主

要
な

給
水

管
の

分
岐

部
に

、
止

水
弁

の
位

置
を

記
載

。

8
8
2

排
水

ト
ラ

ッ
プ

、
通

気
管

等
の

位
置

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

系
統

図
平

面
図

等
他

の
図

面
で

は
分

か
り

に
く

い
縦

系
統

の
内

容
を

記
載

。
又

、
通

気
管

は
S
5
0
建

告
1
5
9
7
号

第
2
第

五
号

に
適

合
し

て
い

る
こ

と
を

記
載

。

8
8
2
-
1

排
水

の
た

め
の

配
管

設
備

の
容

量
及

び
傾

斜
を

算
出

し
た

際
の

計
算

書

排
水

の
た

め
の

配
管

設
備

の
容

量
及

び
傾

斜
並

び
に

そ
れ

ら
の

算
出

方
法

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
４

計
算

書
配

管
設

備
の

容
量

（
サ

イ
ズ

）
及

び
傾

斜
（
勾

配
）
に

つ
い

て
、

配
管

口
径

選
定

根
拠

及
び

配
管

勾
配

の
設

計
基

準
を

記
載

。

法
第

3
6

条
（
こ

の
章

の
規

定
を

実
施

し
、

又
は

補
足

す
る

た
め

必
要

な
技

術
的

基
準

）

二
面

以
上

の
断

面
図

配
管

設
備

の
仕

様
書

配
管

設
備

の
構

造
詳

細
図

配
管

設
備

の
系

統
図

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

給
水

、
排

水
そ

の
他

の
配

管
設

備
の

設
置

及
び

構
造

）
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

8
8
3

配
管

設
備

の
使

用
材

料
表

配
管

設
備

に
用

い
る

材
料

の
種

別
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
４

仕
様

書
風

道
を

含
む

配
管

の
材

質
を

記
載

。

8
8
9

給
気

口
又

は
給

気
機

の
位

置
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
5

各
階

平
面

図
自

然
換

気
（
換

気
上

有
効

な
給

気
口

・
排

気
筒

・
排

気
口

）
の

位
置

を
記

載
。

機
械

換
気

（
換

気
上

有
効

な
給

気
機

・
排

気
機

）
（
換

気
上

有
効

な
給

気
機

・
排

気
口

）
（
換

気
上

有
効

な
給

気
口

・
排

気
機

）
を

記
載

。

8
9
0

排
気

口
若

し
く

は
排

気
機

又
は

排
気

筒
の

位
置

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
5

各
階

平
面

図
自

然
換

気
（
換

気
上

有
効

な
給

気
口

・
排

気
筒

・
排

気
口

）
の

位
置

を
記

載
。

機
械

換
気

（
換

気
上

有
効

な
給

気
機

・
排

気
機

）
（
換

気
上

有
効

な
給

気
機

・
排

気
口

）
（
換

気
上

有
効

な
給

気
口

・
排

気
機

）
を

記
載

。

8
9
4

給
気

機
の

外
気

取
り

入
れ

口
、

給
気

口
及

び
排

気
口

並
び

に
排

気
筒

の
頂

部
に

設
け

る
雨

水
又

は
ね

ず
み

、
虫

、
ほ

こ
り

そ
の

他
衛

生
上

有
害

な
も

の
を

防
ぐ

た
め

の
設

備
の

構
造

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
5

構
造

詳
細

図
外

部
に

面
す

る
換

気
用

開
口

部
の

防
雨

、
防

虫
、

防
塵

等
の

措
置

を
記

載
。

8
9
5

直
接

外
気

に
開

放
さ

れ
た

給
気

口
又

は
排

気
口

に
換

気
扇

を
設

け
た

換
気

設
備

の
外

気
の

流
れ

に
よ

っ
て

著
し

く
換

気
能

力
が

低
下

し
な

い
構

造

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
5

構
造

詳
細

図
第

一
種

又
は

第
二

種
換

気
の

給
気

用
換

気
扇

、
又

は
第

三
種

換
気

の
排

気
用

換
気

扇
を

設
け

る
場

合
、

外
気

の
流

れ
に

よ
る

室
内

外
圧

力
差

変
動

に
よ

っ
て

著
し

く
換

気
能

力
が

低
下

し
な

い
構

造
（
ウ

ェ
ザ

ー
カ

バ
ー

設
置

な
ど

）
を

記
載

。

8
9
6

中
央

管
理

方
式

の
空

気
調

和
設

備
の

空
気

浄
化

装
置

に
設

け
る

濾
過

材
、

フ
ィ

ル
タ

ー
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

構
造

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
5

構
造

詳
細

図
空

調
機

の
フ

ィ
ル

タ
ー

の
交

換
が

容
易

に
行

え
る

点
検

口
や

フ
ィ

ル
タ

ー
引

き
抜

き
ス

ペ
ー

ス
の

確
保

の
記

載
。

8
9
8

中
央

管
理

方
式

の
空

気
調

和
設

備
の

給
気

機
又

は
排

気
機

の
給

気
又

は
排

気
能

力
及

び
そ

の
算

出
方

法
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
5

計
算

書
中

央
管

理
方

式
の

空
気

調
和

設
備

の
給

気
機

の
給

気
能

力
又

は
排

気
機

の
排

気
能

力
に

つ
い

て
、

換
気

経
路

の
圧

力
損

失
を

考
慮

し
た

換
気

能
力

で
あ

る
こ

と
を

算
出

し
た

方
法

を
計

算
書

に
記

載
。

8
9
9

換
気

経
路

の
全

圧
力

損
失

（
直

管
部

損
失

、
局

部
損

失
、

諸
機

器
そ

の
他

に
お

け
る

圧
力

損
失

の
合

計
を

い
う

。
）
及

び
そ

の
算

出
方

法

1
1

1
令

第
1
2
9
条

の
２

の
5

計
算

書
中

央
管

理
方

式
空

気
調

和
設

備
の

有
効

換
気

量
に

対
す

る
ダ

ク
ト
の

全
圧

力
損

失
を

計
算

書
に

記
載

。

9
0
0

換
気

設
備

の
使

用
材

料
表

風
道

に
用

い
る

材
料

の
種

別
1

1
1

令
第

1
2
9
条

の
２

の
5

仕
様

書
構

造
詳

細
図

空
気

を
汚

染
す

る
お

そ
れ

の
な

い
材

料
（
亜

鉛
鋼

板
等

）
で

造
ら

れ
て

い
る

こ
と

を
記

載
。

9
0
7

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
機

械
室

に
設

け
る

換
気

上
有

効
な

開
口

部
又

は
換

気
設

備
の

位
置

1
令

1
2
9

条
の

7
各

階
平

面
図

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

機
械

室
の

換
気

上
有

効
な

開
口

部
、

又
は

換
気

設
備

を
記

載
。

9
0
8

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
機

械
室

の
出

入
口

の
構

造
1

令
1
2
9

条
の

7
各

階
平

面
図

出
入

口
幅

7
0
cm

以
上

、
高

さ
1
.8

ｍ
以

上
、

施
錠

装
置

を
有

す
る

鋼
製

戸
を

記
載

。

9
0
9

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
機

械
室

に
通

ず
る

階
段

の
構

造
1

令
1
2
9

条
の

7
各

階
平

面
図

け
あ

げ
2
3
ｃ
ｍ

以
下

、
踏

面
1
5
ｃ
ｍ

以
上

、
階

段
両

側
に

側
壁

が
な

い
場

合
、

手
摺

を
記

載
。

9
1
0

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

昇
降

路
の

壁
又

は
囲

い
の

全
部

又
は

一
部

を
有

さ
な

い
部

分
の

構
造

令
1
2
9

条
の

7
各

階
平

面
図

H
1
2
建

告
1
4
3
6
号

第
1
第

二
号

オ
ー

プ
ン

タ
イ

プ
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

確
認

事
項

を
記

載
。

9
1
1

床
面

積
求

積
図

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
機

械
室

の
床

面
積

及
び

昇
降

路
の

水
平

投
影

面
積

の
求

積
に

必
要

な
建

築
物

の
各

部
分

の
寸

法
及

び
算

式
1

令
1
2
9

条
の

7
各

階
平

面
図

機
械

室
の

床
面

積
が

、
昇

降
路

の
水

平
投

影
面

積
の

2
倍

以
上

で
あ

る
こ

と
を

記
載

。

9
2
4

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
機

械
室

の
床

面
か

ら
天

井
又

は
は

り
の

下
端

ま
で

の
垂

直
距

離
1

令
1
2
9

条
の

7
断

面
図

各
階

平
面

図
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

定
格

速
度

に
応

じ
た

、
機

械
室

高
さ

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
記

載
。

9
2
5

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
機

械
室

に
通

ず
る

階
段

の
構

造
1

令
1
2
9

条
の

7
各

階
平

面
図

け
あ

げ
2
3
ｃ
ｍ

以
下

、
踏

面
1
5
ｃ
ｍ

以
上

、
階

段
両

側
に

側
壁

が
な

い
場

合
、

手
摺

を
記

載
。

9
3
4

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
か

ご
及

び
昇

降
路

の
壁

又
は

囲
い

及
び

出
入

口
の

戸
（
構

造
上

軽
微

な
部

分
を

除
く

。
）
に

用
い

る
材

料
の

種
別

1
1

令
1
2
9

条
の

7
仕

上
表

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
か

ご
及

び
昇

降
路

の
壁

又
は

囲
い

及
び

出
入

口
の

戸
（
構

造
上

軽
微

な
部

分
を

除
く

。
）
に

用
い

る
材

料
の

種
別

は
、

難
燃

材
料

で
造

る
か

覆
う

の
記

載

9
6
1

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

配
置

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
非

常
用

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

で
あ

る
旨

（
２

基
以

内
ご

と
の

区
画

も
）
を

記
載

令
第

1
2
9
条

の
２

の
５

（
換

気
設

備
）

各
階

平
面

図

換
気

設
備

の
構

造
詳

細
図

中
央

管
理

方
式

の
空

気
調

和
設

備
の

給
気

機
又

は
排

気
機

の
給

気
又

は
排

気
能

力
を

算
出

し
た

際
の

計
算

書

令
第

1
2
9
条

の
３

第
１

項
第

１
号

及
び

第
２

項
第

１
号

（
適

用
の

範
囲

）
並

び
に

令
第

1
2
9
条

の
４

（
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

構
造

上
主

要
な

部
分

）
か

ら
令

第
1
2
9
条

の
1
1

（
適

用
の

除
外

）

各
階

平
面

図

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
か

ご
、

昇
降

路
及

び
機

械
室

の
断

面
図

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
使

用
材

料
表
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

9
6
2

高
さ

3
1
メ

ー
ト
ル

を
超

え
る

建
築

物
の

部
分

の
階

の
用

途

令
1
2
9

条
の

1
3

の
3

立
面

図
各

階
平

面
図

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

設
置

の
要

否
を

判
断

す
る

為
。

令
1
2
9
条

の
1
3
の

2
第

1
項

第
一

号
の

用
途

（
高

さ
3
1
ｍ

を
超

え
る

部
分

を
階

段
室

、
昇

降
機

、
機

械
室

、
装

飾
塔

、
物

見
塔

、
屋

窓
な

ど
）
の

確
認

。
№

6
6
3
と

同
様

9
6
3

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

乗
降

ロ
ビ

ー
の

位
置

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
乗

降
ロ

ビ
ー

で
あ

る
旨

、
耐

火
構

造
の

床
・
壁

で
区

画
さ

れ
て

い
る

旨
（
凡

例
）
、

乗
降

ロ
ビ

ー
の

面
積

を
記

載

9
6
5

非
常

用
の

乗
降

ロ
ビ

ー
の

出
入

口
（
特

別
避

難
階

段
の

階
段

室
に

通
ず

る
出

入
口

及
び

昇
降

路
の

出
入

口
を

除
く

。
）
に

設
け

る
特

定
防

火
設

備

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
凡

例
を

記
載

9
6
6

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

乗
降

ロ
ビ

ー
の

床
及

び
壁

（
窓

若
し

く
は

排
煙

設
備

又
は

出
入

口
を

除
く

。
）
の

構
造

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
凡

例
を

記
載

9
6
7

予
備

電
源

を
有

す
る

照
明

設
備

の
位

置
1

令
1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
計

算
書

予
備

電
源

を
有

す
る

照
明

設
備

（
一

般
的

に
は

令
1
2
6
条

の
4
,5

に
基

づ
く

非
常

用
の

照
明

装
置

）
の

位
置

を
記

載
。

9
6
8

屋
内

消
火

栓
、

連
結

送
水

管
の

放
水

口
、

非
常

コ
ン

セ
ン

ト
設

備
等

の
消

火
設

備
を

設
置

で
き

る
非

常
用

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
乗

降
ロ

ビ
ー

の
部

分

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
乗

降
ロ

ビ
ー

壁
面

に
、

消
火

設
備

な
ど

の
収

納
ス

ペ
ー

ス
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

9
6
9

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

積
載

量
及

び
最

大
定

員
1

令
1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
積

載
量

1
,1

5
0
kg

以
上

、
最

大
定

員
1
7
名

以
上

を
記

載
。

9
7
0

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
で

あ
る

旨
、

避
難

階
に

お
け

る
避

難
経

路
そ

の
他

避
難

上
必

要
な

事
項

を
明

示
し

た
標

識
を

掲
示

す
る

位
置

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
非

常
用

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

で
あ

る
旨

、
避

難
階

に
お

け
る

避
難

経
路

そ
の

他
避

難
上

必
要

な
事

項
を

記
載

し
た

標
識

を
掲

示
す

る
位

置
を

記
載

。

9
7
1

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
を

非
常

の
用

に
供

し
て

い
る

場
合

に
お

い
て

そ
の

旨
を

明
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

表
示

灯
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

も
の

の
位

置

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
消

防
隊

が
非

常
用

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

を
消

火
活

動
と

し
て

使
用

中
、

乗
場

の
呼

び
に

呼
応

し
な

い
為

、
非

常
用

と
し

て
使

用
中

で
あ

る
旨

の
赤

色
文

字
で

表
示

す
る

位
置

を
記

載
。

9
7
2

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

昇
降

路
の

床
及

び
壁

（
乗

降
ロ

ビ
ー

に
通

ず
る

出
入

口
及

び
機

械
室

に
通

ず
る

鋼
索

、
電

線
そ

の
他

の
も

の
の

周
囲

を
除

く
。

）
の

構
造

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

各
階

平
面

図
仕

上
表

非
常

用
E
V

２
基

以
内

ご
と

の
耐

火
構

造
区

画
、

昇
降

路
内

の
内

装
を

記
載

9
7
3

避
難

階
に

お
け

る
非

常
用

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
昇

降
路

の
出

入
口

又
は

令
第

1
2
9
条

の
1
3
の

３
第

３
項

に
規

定
す

る
構

造
の

乗
降

ロ
ビ

ー
の

出
入

口
か

ら
屋

外
へ

の
出

口
（
道

又
は

道
に

通
ず

る
幅

員
４

メ
ー

ト
ル

以
上

の
通

路
、

空
地

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

も
の

に
接

し
て

い
る

も
の

に
限

る
。

）
の

位
置

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

配
置

図
各

階
平

面
図

避
難

階
に

お
け

る
非

常
用

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
昇

降
路

の
出

入
口

又
は

令
第

1
2
9
条

の
1
3
の

３
第

３
項

に
規

定
す

る
構

造
の

乗
降

ロ
ビ

ー
の

出
入

口
か

ら
屋

外
へ

の
出

口
の

位
置

と
そ

の
歩

行
距

離
を

記
載

当
該

出
口

が
、

道
又

は
道

に
通

ず
る

４
ｍ

以
上

の
通

路
に

接
し

て
い

る
こ

と
を

記
載

9
7
5

床
面

積
求

積
図

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

乗
降

ロ
ビ

ー
の

床
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

1
令

1
2
9

条
の

1
3

の
3

求
積

図
各

階
平

面
図

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

台
数

、
乗

降
ロ

ビ
ー

の
面

積
を

記
載

9
7
6

二
面

以
上

の
断

面
図

建
築

物
の

高
さ

が
3
1
メ

ー
ト
ル

と
な

る
位

置
1

令
1
2
9

条
の

1
3

の
2

断
面

図
平

均
地

盤
面

算
定

図
各

階
平

面
図

非
常

用
エ

レ
ベ

ー
タ

ー
の

設
置

を
要

し
な

い
建

築
物

の
該

当
号

の
記

載
非

常
用

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

の
設

置
の

記
載

、
乗

降
ロ

ビ
ー

の
設

置
有

無
を

記
載

（
平

面
図

で
も

可
）
。

9
8
4
-
1

令
第

1
2
9
条

の
1
3
の

3
第

1
3
項

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
図

書

令
第

1
2
9
条

の
1
3
の

３
第

1
３

項
に

規
定

す
る

構
造

方
法

へ
の

適
合

性
審

査
に

必
要

な
事

項
1

令
1
2
9

条
の

1
3

の
3

仕
様

書
各

階
平

面
図

構
造

詳
細

図
外

気
に

向
か

っ
て

開
く

こ
と

の
で

き
る

窓
、

又
は

排
煙

設
備

を
記

載
。

9
8
5

建
築

物
の

基
礎

、
主

要
構

造
部

及
び

令
第

1
4
4
条

の
３

に
規

定
す

る
部

分
に

使
用

す
る

指
定

建
築

材
料

の
種

別
1

1
1

法
3
7

各
階

平
面

図
仕

上
表

指
定

建
築

材
料

は
JI

S
又

は
JA

S
に

適
合

す
る

も
の

を
使

用
す

る
旨

を
記

載

令
第

1
2
9
条

の
1
3
の

２
（
非

常
用

の
昇

降
機

の
設

置
を

要
し

な
い

建
築

物
）
及

び
令

第
1
2
9
条

の
1
3
の

３
（
非

常
用

の
昇

降
機

の
設

置
及

び
構

造
）

各
階

平
面

図

法
第

3
7
条

（
建

築
材

料
の

品
質

）
使

用
建

築
材

料
表
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

9
9
3

確
認

申
請

書
都

市
計

画
区

域
及

び
準

都
市

計
画

区
域

の
内

外
の

別
等

1
1

1
法

4
1
条

の
2

確
認

申
請

書
都

市
計

画
区

域
、

準
都

市
計

画
区

域
内

外
の

別
を

確
認

9
9
4

確
認

申
請

書
道

路
、

許
可

・
認

定
な

ど
1

1
1

法
4
3

確
認

申
請

書
確

認
申

請
書

の
記

載
内

容
を

確
認

9
9
8

敷
地

の
位

置
1

1
1

法
4
3

付
近

見
取

図
方

位
、

道
路

及
び

目
標

と
な

る
地

物
、

敷
地

の
位

置
を

記
載

1
0
0
4

敷
地

の
道

路
に

接
す

る
部

分
及

び
そ

の
長

さ
1

1
1

法
4
3

配
置

図
表

１

1
0
1
4

敷
地

境
界

線
、

敷
地

内
に

お
け

る
建

築
物

の
位

置
及

び
申

請
に

係
る

建
築

物
と

他
の

建
築

物
と

の
別

1
1

1
法

4
4

配
置

図
各

階
平

面
図

門
、

塀
及

び
外

壁
開

口
部

（
い

ず
れ

も
開

放
し

た
状

態
）
が

道
路

境
界

線
を

越
境

し
な

い
こ

と
を

記
載

（
明

ら
か

な
場

合
を

除
く

）

1
0
4
4

確
認

申
請

書
用

途
地

域
な

ど
1

1
1

法
4
8

確
認

申
請

書
確

認
申

請
書

の
記

載
内

容
を

確
認

1
0
4
8

敷
地

の
位

置
1

1
1

法
4
8

付
近

見
取

図
方

位
、

道
路

及
び

目
標

と
な

る
地

物
、

敷
地

の
矩

形
、

敷
地

の
位

置
を

記
載

異
な

る
用

途
地

域
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
旨

を
記

載

1
0
5
1

敷
地

境
界

線
、

敷
地

内
に

お
け

る
建

築
物

の
位

置
及

び
申

請
に

係
る

建
築

物
と

他
の

建
築

物
と

の
別

1
1

1
法

4
8

配
置

図
表

１

1
0
5
2

用
途

地
域

の
境

界
線

1
1

1
法

4
8

配
置

図
求

積
図

各
境

界
線

の
位

置
、

用
途

地
域

の
境

界
線

、
用

途
地

域
（
無

指
定

含
む

）
ご

と
の

敷
地

求
積

図
、

工
作

物
（
機

械
式

自
動

車
駐

車
場

（
築

造
面

積
）
）
を

記
載

1
0
5
4
-
1

1
1

1
法

4
8

各
階

平
面

図
求

積
図

用
途

地
域

（
無

指
定

も
含

む
）
の

建
築

物
用

途
規

制
に

対
し

て
、

建
築

物
用

途
（
２

以
上

の
建

築
物

用
途

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
れ

ら
の

用
途

ご
と

）
の

延
べ

面
積

、
階

に
お

け
る

建
築

物
用

途
を

確
認

1
0
7
5

確
認

申
請

書
延

べ
面

積
な

ど
1

1
1

法
5
2

確
認

申
請

書
確

認
申

請
書

の
記

載
内

容
を

確
認

1
0
8
0

敷
地

の
位

置
1

1
1

法
5
2

付
近

見
取

図
方

位
、

道
路

及
び

目
標

と
な

る
地

物
、

敷
地

の
位

置
（
容

積
率

）
を

確
認

容
積

率
の

異
な

る
区

域
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
旨

を
記

載

1
0
8
4

敷
地

境
界

線
、

敷
地

内
に

お
け

る
建

築
物

の
位

置
及

び
申

請
に

係
る

建
築

物
と

他
の

建
築

物
と

の
別

1
1

1
法

5
2

配
置

図
表

１

1
0
8
5

指
定

さ
れ

た
容

積
率

の
数

値
の

異
な

る
地

域
の

境
界

線
1

1
1

法
5
2

配
置

図
指

定
さ

れ
た

容
積

率
の

数
値

の
異

な
る

地
域

の
境

界
線

を
記

載

1
0
8
6

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

1
1

1
法

5
2

配
置

図
表

１
1
0
9
0

各
室

の
用

途
及

び
床

面
積

1
1

1
法

5
2

各
階

平
面

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載
（
各

室
用

途
面

積
）

1
0
9
1

床
面

積
求

積
図

床
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

1
1

1
法

5
2

求
積

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載
（
床

面
積

）

1
0
9
4

各
階

の
床

及
び

天
井

（
天

井
の

な
い

場
合

は
、

屋
根

）
の

高
さ

法
5
2

断
面

図
№

1
0
9
6
で

算
出

し
た

地
盤

面
を

、
各

階
の

床
及

び
天

井
（
天

井
の

な
い

場
合

は
、

屋
根

）
の

高
さ

と
併

せ
て

記
載

（
地

階
緩

和
の

場
合

）

1
0
9
5

敷
地

面
積

求
積

図
敷

地
面

積
の

求
積

に
必

要
な

敷
地

の
各

部
分

の
寸

法
及

び
算

式
1

1
1

法
5
2

求
積

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載
（
敷

地
面

積
）

1
1
0
8

確
認

申
請

書
建

築
面

積
な

ど
1

1
法

5
3

確
認

申
請

書
確

認
申

請
書

の
記

載
内

容
（
角

地
な

ど
の

緩
和

条
件

も
）
を

確
認

1
1
1
3

敷
地

の
位

置
1

1
1

法
5
3

付
近

見
取

図
方

位
、

道
路

及
び

目
標

と
な

る
地

物
、

敷
地

の
位

置
を

記
載

建
蔽

率
の

異
な

る
区

域
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
旨

を
記

載

1
1
1
7

敷
地

境
界

線
、

敷
地

内
に

お
け

る
建

築
物

の
位

置
及

び
申

請
に

係
る

建
築

物
と

他
の

建
築

物
と

の
別

1
1

1
法

5
3

配
置

図
表

１

1
1
1
8

用
途

地
域

の
境

界
線

1
1

1
法

5
3

配
置

図
防

火
地

域
、

準
防

火
地

域
、

用
途

地
域

の
境

界
線

を
記

載
（
２

以
上

の
地

域
に

ま
た

が
る

場
合

の
み

）

1
1
2
0

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

1
1

1
法

5
3

配
置

図
表

１

1
1
2
1

敷
地

面
積

求
積

図
敷

地
面

積
の

求
積

に
必

要
な

敷
地

の
各

部
分

の
寸

法
及

び
算

式
1

1
1

法
5
3

求
積

図
各

階
平

面
図

Ⅲ
審

査
内

容
の

項
目

リ
ス

ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載
（
敷

地
面

積
）

1
1
2
2

建
築

面
積

求
積

図
建

築
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

1
1

1
法

5
3

求
積

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載
（
建

築
面

積
）

1
1
2
3

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

の
断

面
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
法

5
3

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
各

階
平

面
図

耐
火

建
築

物
、

準
耐

火
建

築
物

、
延

焼
防

止
建

築
物

、
準

延
焼

防
止

建
築

物
で

あ
る

こ
と

を
耐

火
構

造
等

の
構

造
詳

細
図

な
ど

も
含

め
て

記
載

1
1
7
1

確
認

申
請

書
用

途
地

域
な

ど
1

1
1

法
5
6

確
認

申
請

書
確

認
申

請
書

の
記

載
内

容
を

確
認

1
1
7
5

敷
地

の
位

置
1

1
1

法
5
6

付
近

見
取

図
方

位
、

道
路

及
び

目
標

と
な

る
地

物
、

敷
地

の
位

置
を

記
載

法
第

4
1
条

の
２

（
適

用
区

域
）

法
第

4
4
条

（
道

路
内

の
建

築
制

限
）

配
置

図

法
第

4
3
条

（
敷

地
等

と
道

路
と

の
関

係
）

付
近

見
取

図

配
置

図

法
第

4
8
条

（
用

途
地

域
等

）

付
近

見
取

図

配
置

図

各
階

平
面

図

法
第

5
2
条

（
容

積
率

）

付
近

見
取

図

配
置

図

各
階

平
面

図

二
面

以
上

の
断

面
図

法
第

5
3
条

（
建

蔽
率

）

付
近

見
取

図

配
置

図

付
近

見
取

図

■2.[一般建築]検討内容
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

1
1
8
1

地
盤

面
及

び
前

面
道

路
の

路
面

の
中

心
か

ら
の

申
請

に
係

る
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
1

1
1

法
5
6

配
置

図

＜
道

路
＞

・
前

面
道

路
の

路
面

の
中

心
レ

ベ
ル

と
地

盤
面

＜
隣

地
/
北

側
＞

・
地

盤
面

と
隣

地
地

盤
面

を
記

載
＜

道
路

/
隣

地
/
北

側
＞

・
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
と

当
該

斜
線

制
限

の
計

算
式

を
比

較
し

、
適

合
す

る
旨

を
記

載
（
立

面
又

は
断

面
図

で
も

可
）

1
1
8
2

敷
地

の
接

す
る

道
路

の
位

置
、

幅
員

及
び

種
類

1
1

1
配

置
図

＜
道

路
＞

・
い

わ
ゆ

る
2
A

か
つ

3
5
ｍ

を
適

用
す

る
場

合
は

、
そ

の
適

用
を

受
け

る
範

囲
を

記
載

1
1
8
3

地
盤

面
の

異
な

る
区

域
の

境
界

線
1

1
1

法
5
6

配
置

図
＜

道
路

/
隣

地
/
北

側
＞

・
地

盤
面

と
隣

地
地

盤
面

又
は

前
面

道
路

の
中

心
レ

ベ
ル

に
お

い
て

、
各

地
盤

面
の

異
な

る
区

域
が

あ
れ

ば
記

載
（
高

低
差

緩
和

を
適

用
す

る
場

合
）

1
1
8
4

法
第

5
6
条

第
１

項
第

２
号

に
規

定
す

る
水

平
距

離
の

う
ち

最
小

の
も

の
に

相
当

す
る

距
離

1
法

5
6

配
置

図
＜

隣
地

＞
・
隣

地
斜

線
が

適
用

さ
れ

る
高

さ
（
2
0
ｍ

、
3
1
ｍ

）
を

超
え

る
部

分
に

お
け

る
隣

地
境

界
線

等
ま

で
の

最
小

水
平

距
離

を
記

載

1
1
8
5

令
第

1
3
0
条

の
1
2
に

掲
げ

る
建

築
物

の
部

分
の

用
途

、
位

置
、

高
さ

、
構

造
及

び
床

面
積

1
1

1
法

5
6

配
置

図

＜
道

路
＞

・
当

該
前

面
道

路
に

お
け

る
最

小
後

退
距

離
の

緩
和

を
適

用
す

る
場

合
に

は
、

そ
の

距
離 ・
上

記
緩

和
を

適
用

す
る

場
合

に
お

け
る

令
1
3
0
条

の
1
2
（
門

塀
等

の
高

さ
な

ど
）
が

、
当

該
規

定
に

適
合

す
る

旨
を

記
載

1
1
8
7

用
途

地
域

の
境

界
線

1
1

1
法

5
6

配
置

図
＜

道
路

/
隣

地
/
北

側
＞

・
２

以
上

の
用

途
地

域
に

ま
た

が
る

場
合

は
、

そ
の

用
途

地
域

の
境

界
線

を
記

載

1
1
9
0

令
第

1
3
2
条

第
１

項
若

し
く

は
第

２
項

又
は

令
第

1
3
4
条

第
２

項
に

規
定

す
る

区
域

の
境

1
1

1
法

5
6

配
置

図
＜

道
路

＞
・
い

わ
ゆ

る
2
A

か
つ

3
5
ｍ

を
適

用
す

る
場

合
は

、
そ

の
適

用
を

受
け

る
範

囲
を

記
載

1
1
9
1

前
面

道
路

の
反

対
側

又
は

隣
地

に
あ

る
公

園
、

広
場

、
水

面
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

位
置

1
1

1
法

5
6

配
置

図
＜

道
路

/
隣

地
＞

・
前

面
道

路
の

反
対

側
の

境
界

線
又

は
隣

地
境

界
線

に
あ

る
水

面
等

（
各

斜
線

に
よ

っ
て

空
地

が
異

な
る

）
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
位

置
及

び
幅

を
記

載

1
2
0
2

法
第

5
6
条

第
１

項
か

ら
第

６
項

ま
で

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

の
限

度
1

1
1

法
5
6

断
面

図

＜
道

路
＞

・
道

路
斜

線
計

算
式

と
当

該
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
を

比
較

し
、

適
合

す
る

旨
を

記
載 ・
上

記
計

算
に

あ
た

っ
て

は
、

道
路

中
心

レ
ベ

ル
と

の
高

低
差

及
び

区
域

等
の

異
な

る
場

合
を

記
載

す
る

ほ
か

、
道

路
高

低
差

緩
和

、
後

退
緩

和
、

２
A

か
つ

3
5
ｍ

緩
和

又
は

公
園

等
緩

和
を

適
用

す
る

場
合

は
、

そ
れ

ら
を

記
載

＜
隣

地
＞

・
隣

地
斜

線
計

算
式

と
当

該
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
を

比
較

し
、

適
合

す
る

旨
を

記
載 ・
上

記
計

算
に

あ
た

っ
て

は
、

隣
地

斜
線

が
適

用
さ

れ
る

高
さ

（
2
0
ｍ

、
3
1
ｍ

）
を

超
え

る
部

分
に

お
け

る
隣

地
境

界
線

等
ま

で
の

最
小

水
平

距
離

及
び

区
域

等
の

異
な

る
場

合
を

記
載

す
る

ほ
か

、
高

低
差

緩
和

又
は

公
園

等
緩

和
を

適
用

す
る

場
合

は
、

そ
れ

ら
を

記
載

＜
北

側
＞

・
北

側
斜

線
計

算
式

と
当

該
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
を

比
較

し
、

適
合

す
る

旨
を

記
載 ・
上

記
計

算
に

あ
た

っ
て

は
、

区
域

等
の

異
な

る
場

合
を

記
載

す
る

ほ
か

、
高

低
差

緩
和

、
北

側
の

前
面

道
路

の
反

対
側

の
境

界
線

又
は

水
面

等
（
二

分
の

一
）
の

緩
和

を
適

用
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ら

を
記

載

【
確

認
す

べ
き

内
容

】
道

路
/
隣

地
/
北

側
の

そ
れ

ぞ
れ

の
記

載
に

つ
い

て
配

置
図

と
の

整
合

、
水

面
等

の
緩

和
を

適
用

す
る

場
合

は
当

該
斜

線
制

限
に

て
き

よ
う

で
き

る
か

ど
う

か
を

確
認

1
2
1
7

建
築

物
が

周
囲

の
地

面
と

接
す

る
各

位
置

の
高

さ
1

1
1

法
5
6

配
置

図
建

築
物

が
周

囲
の

地
面

と
接

す
る

各
位

置
の

高
さ

を
記

載

1
2
1
8

地
盤

面
を

算
定

す
る

た
め

の
算

式
1

1
1

法
5
6

平
均

地
盤

面
算

定
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載

1
2
9
3

確
認

申
請

書
そ

の
他

の
区

域
、

地
域

、
地

区
又

は
街

区
1

1
法

5
6
条

の
2

確
認

申
請

書
【
3
-
5
．

そ
の

他
の

区
域

、
地

域
、

地
区

又
は

街
区

】
に

規
制

時
間

及
び

測
定

面
の

高
さ

を
記

載

法
第

5
6
条

（
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
）

配
置

図

二
面

以
上

の
断

面
図

地
盤

面
算

定
表
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

1
2
9
8

敷
地

の
位

置
1

1
法

5
6
条

の
2

付
近

見
取

図
方

位
、

道
路

及
び

目
標

と
な

る
地

物
、

敷
地

の
位

置
を

記
載

日
影

規
制

の
異

な
る

区
域

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

旨
を

記
載

1
3
0
0

縮
尺

及
び

方
位

1
1

法
5
6
条

の
2

配
置

図

Ⅲ
審

査
内

容
の

項
目

リ
ス

ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載
配

置
図

と
日

影
図

に
お

い
て

、
建

築
物

の
位

置
、

建
築

物
の

高
さ

、
土

地
の

高
低

、
道

路
や

水
面

等
の

位
置

及
び

幅
が

整
合

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
日

影
規

制
の

異
な

る
区

域
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
旨

を
記

載

1
3
0
8

縮
尺

及
び

方
位

1
1

法
5
6
条

の
2

日
影

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載

1
3
1
0

法
第

5
6
条

の
２

第
１
項

に
規

定
す

る
対

象
区

域
の

境
界

線
1

1
法

5
6
条

の
2

日
影

図
日

影
規

制
の

対
象

区
域

の
境

界
線

、
日

影
時

間
の

異
な

る
区

域
の

境
界

線
、

別
表

第
四

の
地

域
・
地

区
の

境
界

線
、

高
層

住
居

誘
導

地
区

又
は

都
市

再
生

特
別

地
区

の
境

界
線

を
記

載

1
3
1
4

敷
地

の
接

す
る

道
路

、
水

面
、

線
路

敷
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

位
置

及
び

幅
員

1
1

法
5
6
条

の
2

日
影

図
道

路
、

水
面

、
線

路
敷

等
の

位
置

及
び

幅
員

を
記

載
し

、
当

該
緩

和
と

な
る

境
界

線
及

び
隣

地
境

界
線

か
ら

の
5
m

1
0
m

ラ
イ

ン
を

記
載

1
3
1
6

平
均

地
盤

面
か

ら
の

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

1
1

法
5
6
条

の
2

日
影

図
敷

地
内

に
お

け
る

建
築

物
の

位
置

、
平

均
地

盤
面

（
№

1
3
3
2
）
か

ら
の

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

を
記

載
屋

上
に

建
築

設
備

等
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
位

置
及

び
高

さ
を

記
載

1
3
1
9

建
築

物
が

冬
至

日
の

真
太

陽
時

に
よ

る
午

前
８

時
か

ら
3
0
分

ご
と

に
午

後
4
時

ま
で

（
道

の
区

域
内

に
あ

っ
て

は
午

前
９
時

か
ら

3
0
分

ご
と

に
午

後
3
時

ま
で

）
の

各
時

刻
に

水
平

面
に

生
じ

さ
せ

る
日

影
の

形
状

1
1

法
5
6
条

の
2

そ
の

他

日
影

倍
率

表
及

び
測

定
面

に
お

け
る

・
3
0
分

ご
と

の
時

刻
日

影
図

・
等

時
間

日
影

図
・
指

定
点

の
位

置
及

び
時

間
を

記
載

1
3
2
7

地
盤

面
及

び
平

均
地

盤
面

か
ら

の
建

築
物

の
各

部
分

の
高

さ
1

1
法

5
6
条

の
2

そ
の

他
平

均
地

盤
面

（
№

1
3
3
2
）
か

ら
の

建
築

物
の

各
部

分
の

高
さ

を
記

載
屋

上
に

建
築

設
備

等
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
高

さ
も

記
載

1
3
2
9

隣
地

又
は

こ
れ

に
連

接
す

る
土

地
で

日
影

が
生

ず
る

も
の

の
地

盤
面

又
は

平
均

地
表

面
1

1
法

5
6
条

の
2

そ
の

他
隣

地
又

は
こ

れ
に

連
接

す
る

土
地

で
日

影
が

生
ず

る
も

の
の

地
盤

面
又

は
平

均
地

表
面

を
記

載
（
高

低
差

緩
和

の
場

合
）

1
3
3
2

平
均

地
盤

面
算

定
表

建
築

物
が

周
囲

の
地

面
と

接
す

る
各

位
置

の
高

さ
及

び
平

均
地

盤
面

を
算

定
す

る
た

め
の

算
式

1
1

法
5
6
条

の
2

平
均

地
盤

面
算

定
図

建
築

物
が

周
囲

の
地

面
と

接
す

る
各

位
置

の
高

さ
及

び
平

均
地

盤
面

を
算

定
す

る
た

め
の

算
式

（
敷

地
内

の
建

築
物

全
体

）
を

記
載

1
4
9
3

確
認

申
請

書
防

火
地

域
、

延
べ

面
積

、
階

数
な

ど
1

1
1

法
6
1

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

1
4
9
8

隣
地

境
界

線
、

道
路

中
心

線
及

び
同

一
敷

地
内

の
他

の
建

築
物

の
外

壁
の

位
置

1
1

1
法

6
1

配
置

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載

1
5
0
0

開
口

部
及

び
防

火
設

備
の

位
置

1
1

1
法

6
1

各
階

平
面

図
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

防
火

設
備

を
記

載

1
5
0
1

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
の

位
置

1
1

1
法

6
1

各
階

平
面

図
延

焼
の

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

内
に

耐
力

壁
及

び
非

耐
力

壁
を

記
載

（
記

載
が

な
く

て
も

適
合

す
る

こ
と

が
分

か
れ

ば
記

載
不

要
）

延
焼

防
止

建
築

物
の

場
合

は
、

防
火

区
画

及
び

面
積

を
記

載

1
5
0
2

ス
プ

リ
ン

ク
ラ

ー
設

備
等

消
火

設
備

の
配

置
法

6
1

各
階

平
面

図
Ⅲ

審
査

内
容

の
項

目
リ

ス
ト
　

⑤
主

な
法

文
　

基
本

に
記

載
（
延

焼
防

止
建

築
物

（
戸

建
て

住
宅

を
除

く
）
の

場
合

）

1
5
0
3

外
壁

、
袖

壁
、

塀
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
も

の
の

位
置

及
び

高
さ

1
1

1
法

6
1

各
階

平
面

図
配

置
図

袖
壁

等
を

設
け

た
場

合
は

そ
の

位
置

及
び

高
さ

並
び

に
そ

の
構

造
、

ま
た

袖
壁

等
に

よ
っ

て
延

焼
の

お
そ

れ
の

範
囲

外
で

あ
る

こ
と

を
記

載

1
5
0
4

床
面

積
求

積
図

床
面

積
の

求
積

に
必

要
な

建
築

物
の

各
部

分
の

寸
法

及
び

算
式

1
1

1
法

6
1

求
積

図
防

火
、

準
防

火
地

域
内

に
お

け
る

耐
火

性
能

の
別

を
確

認
延

焼
防

止
建

築
物

の
場

合
は

、
防

火
区

画
面

積
を

記
載

1
5
0
5

二
面

以
上

の
立

面
図

開
口

部
の

面
積

、
位

置
、

構
造

、
形

状
及

び
寸

法
法

6
1

立
面

図
延

焼
防

止
建

築
物

、
準

延
焼

防
止

建
築

物
に

お
け

る
開

口
率

制
限

の
適

用
を

受
け

る
場

合
に

記
載

1
5
0
8

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

の
断

面
及

び
防

火
設

備
の

構
造

、
材

料
の

種
別

及
び

寸
法

1
1

1
法

6
1

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
主

要
構

造
部

の
耐

火
構

造
等

の
断

面
構

造
（
材

料
の

種
別

、
寸

法
な

ど
）
の

記
載

。
防

火
設

備
の

告
示

番
号

（
大

臣
認

定
品

は
認

定
番

号
）
を

記
載

。

1
5
0
9

構
造

詳
細

図
門

又
は

塀
の

断
面

の
構

造
、

材
料

の
種

別
及

び
寸

法
1

1
1

法
6
1

そ
の

他
門

又
は

塀
の

断
面

の
構

造
、

材
料

の
種

別
及

び
寸

法
を

記
載

1
5
1
4

確
認

申
請

書
防

火
地

域
な

ど
1

1
1

法
6
2

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

1
5
1
5

耐
火

構
造

等
の

構
造

詳
細

図
主

要
構

造
部

の
構

造
、

材
料

の
種

別
及

び
寸

法
1

1
1

法
6
2

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
屋

根
の

断
面

の
構

造
、

材
料

の
種

別
及

び
寸

法
を

記
載

1
5
1
6

そ
の

他
法

第
6
2
条

の
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

の
確

認
に

必
要

な
図

書
令

第
1
3
6
条

の
2
の

2
に

規
定

す
る

構
造

方
法

へ
の

適
合

性
審

査
に

必
要

な
事

項
1

1
1

法
6
2

耐
火

構
造

等
の

詳
細

図
同

上
（
法

第
6
2
条

の
区

域
内

に
あ

る
建

築
物

の
屋

根
の

性
能

に
関

す
る

技
術

的
基

準
）

1
7
4
4

高
齢

者
、

障
害

者
等

の
移

動
等

の
円

滑
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
1

B
F
法

確
認

申
請

書
適

用
さ

れ
る

建
築

物
か

ど
う

か
の

確
認

法
第

5
6
条

の
２

（
日

影
に

よ
る

中
高

層
の

建
築

物
の

高
さ

の
制

限
）

付
近

見
取

図

配
置

図

日
影

図

二
面

以
上

の
断

面
図

法
第

6
2
条

（
屋

根
）

法
第

6
1

条
（
防

火
地

域
及

び
準

防
火

地
域

内
の

建
築

物
）

本
文

配
置

図

各
階

平
面

図

令
第

1
3
6
条

の
2
第

5
号

の
規

定
が

適
用

さ
れ

る
建

築
物
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通
し

№

②
図
書
の
種
類

③
明
示
、
記
載
、
審
査
事
項

モ デ ル A

モ デ ル B

モ デ ル C

①
主
な

法
文

②
図
面
１

③
図
面
２

④
図
面
３

⑤
記
載
事
項

①
法
令
な
ど

Ⅰ
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

Ⅱ
モ
デ
ル
ご
と

の
適
用

Ⅲ
審
査
内
容
の
項
目
リ
ス
ト

1
7
4
5

高
齢

者
、

障
害

者
等

の
移

動
等

の
円

滑
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
平

成
1
8

年
政

令
3
7
9
号

。
以

下
「
移

動
等

円
滑

化
促

進
法

施
行

令
」
と

い
う

。
）
第

1
6
条

に
規

定
す

る
敷

地
内

の
通

路
の

構
造

及
び

移
動

等
円

滑
化

経
路

を
構

成
す

る
敷

地
内

の
通

路
の

構
造

1
B

F
法

配
置

図

・
一

般
基

準
（
敷

地
内

の
通

路
）
の

記
載

・
移

動
等

円
滑

化
経

路
（
敷

地
内

の
通

路
、

B
F
駐

車
場

、
道

）
の

記
載

B
F
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト
の

添
付

（
チ

ェ
ッ

ク
リ
ス

ト
に

適
合

と
記

載
し

て
い

て
も

、
計

画
漏

れ
を

防
止

す
る

た
め

に
、

配
置

図
及

び
平

面
図

に
記

載
又

は
載

B
F
用

の
図

面
を

作
成

し
添

付
す

る
）

1
7
4
5
-
1

1
B

F
法

配
置

図
各

階
平

面
図

視
覚

障
害

者
移

動
等

円
滑

化
経

路
（
不

特
定

多
数

の
者

も
含

む
）
の

措
置

道
か

ら
令

第
2
0
条

第
2
項

の
案

内
板

、
又

は
同

条
第

3
項

の
案

内
所

ま
で

の
経

路
、

車
路

に
近

接
す

る
部

分
、

段
又

は
傾

斜
が

あ
る

部
分

の
上

端
に

近
接

す
る

部
分

等
に

設
置

す
る

点
状

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
等

の
敷

設
位

置
。

　
（
必

要
に

応
じ

て
平

面
図

に
も

記
載

）

1
7
4
6

車
い

す
使

用
者

用
駐

車
施

設
の

位
置

及
び

1
B

F
法

配
置

図
B

F
駐

車
場

の
位

置
及

び
寸

法
並

び
に

標
識

を
記

載
。

1
7
4
7

客
室

の
数

1
B

F
法

各
階

平
面

図
B

F
客

室
の

必
要

室
数

の
計

算
を

記
載

1
7
4
8

移
動

等
円

滑
化

経
路

及
び

視
覚

障
害

者
移

動
等

円
滑

化
経

路
の

位
置

1
B

F
法

各
階

平
面

図

・
一

般
基

準
（
廊

下
、

階
段

、
傾

斜
路

、
B

F
便

所
、

ホ
テ

ル
旅

館
の

客
室

）
・
移

動
等

円
滑

化
経

路
（
出

入
口

幅
、

廊
下

、
傾

斜
路

、
E
V

、
標

識
、

案
内

設
備

、
案

内
所

、
B

F
駐

車
場

、
客

室
）
の

記
載

B
F
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト
の

添
付

1
7
4
9

車
い

す
使

用
者

用
客

室
及

び
案

内
所

の
位

置
1

B
F
法

各
階

平
面

図
廊

下
、

階
段

、
B

F
便

所
、

B
F
客

室
、

E
V

、
乗

降
ロ

ビ
ー

、
標

識
、

案
内

設
備

の
構

造
及

び
位

置
を

記
載

1
7
5
0

移
動

等
円

滑
化

促
進

法
施

行
令

第
1
8
条

第
２

項
第

６
号

及
び

第
1
9
条

に
規

定
す

る
標

識
の

位
置

1
B

F
法

配
置

図
各

階
平

面
図

標
識

を
設

け
る

も
の

と
し

て
、

1
8
条

2
項

6
号

は
、

特
殊

な
E
V

1
9
条

は
、

E
V

、
B

F
便

所
、

B
F
駐

車
場

こ
れ

ら
の

標
識

の
位

置
を

記
載

（
№

1
7
4
8
と

同
じ

）

1
7
5
5

車
い

す
使

用
者

用
客

室
の

便
所

及
び

浴
室

等
の

構
造

1
B

F
法

各
階

平
面

図
客

室
内

の
構

造
が

分
か

る
詳

細
図

（
特

記
で

も
可

）
な

ど
を

記
載

1
7
5
6

移
動

等
円

滑
化

促
進

法
施

行
令

第
1
4
条

に
規

定
す

る
便

所
の

位
置

及
び

構
造

1
B

F
法

各
階

平
面

図
B

F
便

所
内

の
構

造
が

分
か

る
詳

細
図

（
特

記
で

も
可

）
な

ど
を

記
載

配
置

図

各
階

平
面

図

高
齢

者
、

障
害

者
等

の
移

動
等

の
円

滑
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
（
平

成
1
8
年

法
律

第
9
1

号
）
第

1
4
条

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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② 試審査用確認申請図書の作成 

 

先にまとめた「審査内容の項目リスト」に基づき、BIM モデルから生成される 2 次元図面表現として作成

し、試審査用確認申請図書を作成した。当該図書における表現方法は、「2-1-3) 追記事項、凡例等、試

審査用確認申請図書上で付加的に表現する要素の抽出と整理」を踏まえている。 

 

 

 

③ 試審査用確認申請図書を対象とした試審査の実施 

「審査内容の項目リスト」に沿って作成された試審査用確認申請図書に対し、試審査を実施した。試審

査は、建築物の意匠、構造、設備に係るものとし、質疑回答を実施のうえ、その結果を試審査用確認申

請図書へ反映させた。 

 

 

なお、次項以降に、作成した試審査用確認申請図書の例を示す。 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデルＡ：平面図（Revit）

 

モデルＡ：平面図（Revit）※マゼンダ色は２D 加筆を示す 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成

-92 -



 

 

モデルＡ：立面図（Revit）

 

モデルＡ：立面図（Revit）※マゼンダ色は２D 加筆を示す 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデルＡ：構造図（Revit）※マゼンダ色は２D 加筆を示す

 

モデルＡ：構造と意匠の重ね合わせ図（Revit）   

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデルＡ：設備図（Revit） 

  

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル B：平面図（Revit）

 

モデル B：平面図（Revit）※マゼンダ色は２D 加筆を示す

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル B：平面図（ARCHICAD）

モデル B：平面図（ARCHICAD）※マゼンダ色は２D 加筆を示す

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル B：構造図※マゼンダ色は２D 加筆を示す 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル B：設備図（Revit）

 

モデル B：設備図（Revit）※マゼンダ色は２D 加筆を示す

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル B：設備図（Rebro）

 

モデル B：設備図（Rebro）※マゼンダ色は２D 加筆を示す

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル C：平面図（Revit）

 

モデル C：平面図（Revit）※マゼンダ色は２D 加筆を示す

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル C：立面図（Revit）

 

モデル C：立面図（Revit）※マゼンダ色は２D 加筆を示す

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル C：構造図（Revit）

 

モデル C：構造図（Revit）※マゼンダ色は２D 加筆を示す

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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モデル C：立面図（Tfas）

 

モデル C：立面図（Tfas）※マゼンダ色は２D 加筆を示す 

■2.[一般建築]検討内容
2-1) 建築確認に供する BIM モデルの作成及び試審査用確認申請図書の作成
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